
部会・委員会の変遷

1　児童発達支援部会

2　障害者支援施設部会

3　日中活動支援部会、生産活動・就労支援部会

4　地域支援部会、相談支援部会

● コラム 3　集まれグループホーム　～おおさかのどまんなかあたりでもう一度集まりましょう～

● コラム 4　支援スタッフ部会の取り組み

第3章
部会の活動

現在の明光ワークス（上）。大阪府立明光学園の運営を平成
5年に大阪府障害者福祉事業団が受託し、平成 20年に移管。
民間の施設開所も相次いだ。東福六万寺は平成 13年竣工の
東大阪市初の入所施設（下）

府立施設は近年、特化型の方向にある。大阪府立砂川厚生福
祉センターは平成 21年から「いぶき」（上）と「つばさ」（下）
で強度行動障がいと社会関係障がいに対する専門的支援を開
始
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平 6 平 10 平 12

精神薄弱児施設部会

精神薄弱児通園施設部会

精神薄弱者更生施設部会

精神薄弱者授産施設部会

児 童 施 設 部 会

研 修 委 員 会

行 事 委 員 会

調査研究委員会

広 報 委 員 会

権利擁護委員会

グループホーム
研 究 委 員 会

地 域 療 育
支 援 委 員 会

支援スタッフ部会

児童通園施設部会

更 生 施 設 部 会

通所更生施設部会

授 産 施 設 部 会

発 達 支 援 部 会
＊児童施設分科会
＊児童施設通園分科会

生 活 支 援 部 会
＊更生施設分科会
＊授産施設分科会

地域活動支援部会
＊通勤寮分科会
＊福祉ホーム・グループホーム等分科会
＊地域療育分科会
＊生活支援事業分科会

部 

会 

の 

変 

遷

委 

員 

会 

の 

変 

遷

日中活動支援部会
＊通所更生施設分科会
＊通所授産施設分科会
＊福祉工場分科会

部会・委員会の変遷
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平 16 平 19 平 24

平 22 ～事務局に統合

平 22 ～廃止

児童発達支援部会

日中活動支援部会

障 害 者 支 援
施 設 部 会

生 産 活 動 ・
就 労 支 援 部 会

地域活動支援部会
＊通勤寮分科会
＊福祉ホーム・グループホーム等分科会
＊療育等支援及び市町村相談支援事業分科会
＊生活支援事業分科会
＊短期入所事業分科会

相 談 支 援 部 会

地 域 支 援 部 会

研 修 委 員 会

行 事 委 員 会

調査研究委員会

権利擁護委員会

地域活動支援部会
＊通勤寮分科会
＊福祉ホーム・グループホーム等分科会
＊地域療育分科会
＊生活支援事業分科会
＊短期入所事業分科会
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1 児童発達支援部会

（１）障がい児入所施設

　児童発達支援部会における障がい児入所施設
の活動は、20 年間の年表から見てみると時代
の「変化」によって活動してきたようすがうか
がわれる。
　この 20 年間の活動の中で、現在は第一線を
退かれた先生方にご指導していただいた。また、
各施設からやってくる若手の職員も緊張から
か、コミュニケーションもよそよそしく、1 年
間月例で顔を突き合わせて勉強していくため、
年度初めに谷町九丁目や上本町六丁目近辺で懇
親の場を持ち、障がい児施設に勤めた想い、苦
労を語り合い、当時の児童施設分科会に行くの
が面白いと思ってもらえるよう配慮して、分科
会を運営してきた。これまでご活躍された諸先
輩方が、懐かしく思い起こされる。
　障がい児施設にとって長年の懸案であった、
18 歳を超えて在所期間延長となってきた過齢
児問題については、日本福祉協会・児童施設本
部会が会員施設に対して、児童福祉法 63 条 2
項（在所期間の延長の特例）を「保持すべき」

か「廃止すべき」かのアンケート調査を繰り返
した。
　平成 15（2003）年以降は「廃止すべき」が
多数派となった。都道府県や各法人の事情や判
断に委ねられた一部を残し、障害者自立支援法、
児童福祉法の法改正により、障がい児施設を児
童福祉施設として適正化させていく道筋ができ
上がった。大阪府管の障がい児施設においては
平成 23 年度から大阪府の「知的障がい児施設
からの地域移行推進事業」の補助金の後押しを
得て過齢児割合の減少に官民一体で取り組むこ
ととなった。改善に向けられた「変化」のひと
つだが、入退所の流れが加速したために入所に
おけるアセスメントや対処に向けてのリービン
グケアも重なり合い、財務上の収支バランスも
考えつつ、慌ただしさを乗り越えることとなっ
た。
　障がい児施設にとって、この 20 年間の「変化」
は良いものであったのか、悪いものであったの
か、どのようなものであったか？
　思い返していくと社会福祉法人のみならず、
NPO 法人、株式会社等、多様な供給主体が障

● 児童発達支援部会の系譜

　現在の児童発達支援部会に至る流れは、大別すると児童入所施設の流れと児童通所施設の流れ
がある。
　平成 6（1994）年の時点では、前者は精神薄弱児施設部会であり、後者は精神薄弱児通園施
設部会だった。その後、平成 10（1998）年には、それぞれ児童施設部会と児童通園施設部会に
名称変更した。
　平成 12（2000）年にこの 2 部会は統合されて発達支援部会になったが、発達支援部会の中で
やはり入所施設が児童施設分科会を、通所施設が児童施設通園分科会を形成して活動した。平成
24（2012）年に分科会活動を廃して児童発達支援部会に一本化したが、本節では、23（2011）
年度までの組織に合わせて、入所施設と通所施設に分けて 20 年間の活動を振り返っている。
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年度 活動内容

平成 5（1993） 事例検討・感染症予防について　等

平成 6（1994） 講演会：「知的障害児の精神症状への関わり」　第 1 回年齢超過児実態調査　

平成 7（1995） 第 2 回年齢超過児実態調査　ディ活動（日中活動）実態調査と研究

平成 8（1996） グループホームの見学会　応急処置実技講習
「遊び」「レクリエーション」「余暇」活動についての調査研究　等

平成 9（1997） ショートステイについての調査研究（年間利用人数、利用申し込み、面接）

平成 10（1998） 研修会：Ⅰ「職員間連携について」　Ⅱ「ジェントルティーチング」
施設間ネットワークに向けた基礎作り

平成 11（1999） 情勢学習：措置制度から契約制度について
「性問題」「無断外出」等行動障がい関連の事例検討会　「施設間交流ハイキング」スタート

平成 12（2000） 障害者・児施設サービス共通評価基準に基づいた自己評価実施

平成 13（2001） 障害者・児施設サービス共通評価基準に基づいた自己評価実施

平成 14（2002） 講演会：「障害者の権利擁護とジェントルティーチング」
児童虐待の現状と課題について子ども家庭センターと意見交換会　等

平成 15（2003） 情勢学習：福祉サービス体系の在り方等（社会保障審議会・児童部会より）
ショートステイの利用契約書・重要事項説明書の検証　等

平成 16（2004）「今後の障害保健福祉施策について改革のグランドデザイン（案）」児童施設の検証
通勤寮とのリービングケア研究懇談会　第 3 回年齢超過児実態調査

平成 17（2005） テーマ：個別支援計画について、てんかん発作の理解と対応、リスクマネジメント～施設内で
のヒヤリハット報告～　強度行動障害事例検討会

平成 18（2006） テーマ：障害者自立支援法及び改正児童福祉法について、職員間のコミニュケーション、リー
ダーシップ、スーパービジョン　障害者自立支援法施行 2 か月調査　等

平成 19（2007） テーマ：栄養ケアマネジメントについて、「子育てワークブック」親支援について
三田谷学園施設見学　障害者・児施設サービス共通評価基準に基づいた自己評価実施

『どうすれば福祉のプロになれるか』（久田則夫著）を用いて勉強会

平成 20（2008） テーマ：「措置」「契約」ガイドラインについて、「施設として行う TEACCH プログラム」に
ついて

講演会：「性的問題行動のある児童養護施設等入所児童への援助プロジェクト」

平成 21（2009） テーマ：被措置児童等虐待対応ガイドラインについて、就労支援について
事例検討会（行動障害、脱衣露出）
講演会：「アセスメントとジェノグラム」

平成 22（2010） テーマ：障害者自立支援法・児童福祉法改正について、（施設内）虐待・不適切な対応について
愛の集い学園（奈良）施設見学

平成 23（2011） テーマ：障害者自立支援法・児童福祉法改正について

平成 24（2012） テーマ：児童発達支援管理責任者について、大阪府「障がい児施設入所者地域移行促進事業」
を受けて

第 4 回年齢超過児実態調査
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がい児施設の周辺に参入してきた。支援費制度
によるニーズを重視した施策から、ニーズと
サービスの調整ありきとした障害者自立支援法
への法改正に伴い、三障がいの一元化、次々に
出される政省令、後手にまわる行政説明、煩雑
な届出書類などによる事務量の増加で、多くの
施設が疲労感を体感した。
　社会福祉基礎構造改革による「変化」は、増
大する高齢者福祉施策を量的に拡充させ、一定
の改革を遂げ、街中にケアホームやヘルパース
テーションなど社会福祉が身近に（あるものと）
なり、社会福祉が広く一般的なものになったこ
とが生活者目線でも感じられ、社会福祉が自然
に語られるように「変化」した 20 年ともいえる。
障がい者施策についても 20 年前と比べると事
業（サービス）の種類が増え、一定の効果を生
み、広く「一般的な福祉」が定着してきた。
　しかし、従来からあった「一部の人の福祉（救
護施設、母子生活支援施設、児童養護施設等）」
については社会問題の縮図といった深刻さを増
し、特に都市部において増加傾向を示し、ケー
スワークを行なう上で、社会病理的な多問題が
凝縮され、障がい児（入所）施設に深刻な影響
を及ぼしている。
　糸賀一雄氏（びわこ学園創始者）の最後の講
義の中に「今日では児童精神医学的配慮を必要
とする自閉症児の問題が児童福祉の分野で施設
処遇の対象として論じられるようになってきて
いる。私たちはここで、これらの動向の底を流
れている一つの考え方に気付かざるを得ない。

（中略）単なる収容的な機能からしだいに脱皮
して新しく『療育』という近代的な又は現代的
な課題と…」とある。今から 45 年も前に児童
精神医学的配慮、新しく近代的な療育を、と関
係者に呼びかけられた。糸賀氏の言葉を噛み締
め、過去を検証して未来への実践と提言として

考えてみたい。
　障がい児（入所）施設として、この 20 年間もっ
と積極的に取り組まねばならなかった、要保護
児童福祉としての建て直しを図らなければなら
ない。
　障がい児施設は平成 8（1996）年から社会
援護局の所管となり、児童相談所を通して措置
入所してくる高度な専門性を要する業務も担っ
ていることから、雇用均等・児童家庭局上の子
ども家庭福祉の一翼となるのだが、ひとつの施
設種別に対して、ふたつの部局がまたがる事態
が 17 年間続き、障がい児（入所）施設として
全体的な妥当性を保ちにくい矛盾を抱えたもの
にした。
　障がい児支援を見直す検討会、社会的養護の
課題と将来像、要保護児童対策地域協議会、児
童発達支援管理責任者等、それぞれに出される
事柄が、障がい児（入所）施設として全体的な
妥当性を一元化できない構造を早急に改めるこ
とが望まれる。
　困難なケアの本質的な「変化」を障がい児、
そして親、家族の問題として捉えてみると、次
のような課題がある。
①自ら（助けを）訴えることができない、また

は孤立化して訴えようとしないケースワーク
上の難しさ

②地域社会のつながり、調整力が劣えた中で、
親、家族が社会生活上の困難を抱えこみ、離
婚、再婚、複雑な家族構成、親として未成熟、
親族関係の不和、社会的に孤立、経済的貧困、
偏った子育て観、被虐待暦の影響、精神的に
不安定又は精神疾患、人格障がいの疑いなど
多問題化、重層化。

③（②と相関して）処遇困難ケースについて、
自閉症・行動障がい関連型に加えて、生後
すぐ乳児院に要保護されるなど母子間の愛
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着形成期の問題から派生している愛着障が
い、発達障がい、解離など複合的なトラウマ
性発達障がい、特定されない極度のストレス

（DESNOS）といった脳科学の進歩、精神保
健医療の細分化等「医療」先端研究から明ら
かになってきた領域から「心の発達・感情の
発達」といった高度な専門性を施設ケアの実
践に取りこんでいくなど。取り扱わなければ
ならない障がいの範囲、対象が拡がっている
こと。

④要保護児童、措置入所という制度は「行政の
権限の発動」と「親、保護者との良好な関係」
を基盤とする「援助」という相矛盾する構図
であり、児童福祉法 28 条での対応や、都市
部の障がい児（入所）施設での委託一時保護
の増加という現象も引き起こしている。

＊　　　　　＊
　施設措置により、児童虐待問題が解決する訳
でなく、施設ケアをはじめていく中で新たな問
題が次々と惹起するケア上の困難さについて、
障がい児施設として取り組んでいかなければな
らない課題と考える。障がい児施設として第三
者評価を受審することや障がい児施設として運
営指針を作成していくことについては他の各児
童福祉施設種別より遅れを取っている。
　今後、障がい児施設は乳児院、児童養護施設、
情緒障害児短期治療施設と一体とした施設体系
の再編により、社会的養護全体の環境を再整備
することで、障がい児（入所）施設の未来への
展望が開かれるものと考える。

（２）障がい児通園施設

■ はじめに
　障がい児通園施設に関する部会・分科会は、
職員の資質向上に向けての研修会、施設見学を
柱に、実践の交流などの活動を行なうとともに、

各施設の状況調査などにも取り組んできた。
■ 通園施設のあり方についての検討
　平成 5（1993）年以降、乳幼児の健診体制
の充実に伴う早期発見に対応する早期療育の充
実や地域療育システムの確立、地域療育ネット
ワークの形成等が求められ、これからの通園施
設のあり方についての検討が開始された。
　平成 8（1996）年 1 月、「三種別通園懇話会」
によって「発達支援センター構想」が提案され
た。障がい種別にかかわらず地域で適切な支援
が受けられるシステムの構築などが示され、全
国的な議論へと発展していった。　　
　国の施策としては、この後、平成 10（1998）
年に「相互乗り入れ」制度や保育所や幼稚園と
の併行通園制度などが厚生省から打ち出され
た。
　一方、療育現場においては、学習障がいや広
汎性発達障がいなど障がいに関する概念が出さ
れ、支援方法についても TEACCH プログラム
など新たな知見が紹介されるなど、より専門性
の高い支援が求められるようになった。
■ 障害者自立支援法の成立
　平成 15（2003）年支援費制度が開始され、
障がい児支援では児童デイサービス等が対象と
なった。通園施設は、対象とならなかったが、
これまでの措置制度から利用契約制度へと大き
な変化のうねりが始まった。
　平成 17（2005）年障害者自立支援法案が閣
議決定された。障がい児支援について広く議論
や検討がなされておらず、これまでの措置から
契約へ、応能負担から応益負担へ、給食費の自
己負担、月払いから日払いへと障がい児家族の
実態や施設運営に大きな負担を強いる内容に関
係団体から反対の声が上がった。
　児童通園分科会としては、近畿各施設への情
報提供を行なうとともに各施設からの声を集約
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し中央へあげていった。
　平成 18（2006）年 10 月障害者自立支援法
が完全実施され、障がい児支援も自立支援給付
制度に組み込まれることになった。実施後の利
用者負担や施設経営の影響について近畿地区の
施設協議会と連携してとりまとめ、現場の声を
中央にあげるとともに、改めて通園施設の専門
的役割等についても議論を行なっていった。
■ 障がい児通園施設から児童発達支援
　 センターへ
　障害者自立支援法施行 3 年後の見直しの中
で、障がい児支援の見直しについて示された児
童通園施設に関しての主な概要は、利用者負担
の見直し（応益負担から応能負担へ）、相談支
援の充実、障がい児支援の強化であった。障が
い児支援の強化の内容については、障がい種別
で分かれている施設の一元化及び実施主体を都
道府県から市町村へ移管する等であった。
　「発達支援センター構想」が提案されてから
10 年以上経過し、ようやく国が示した障がい
児支援の見直しに対し、大いなる期待と不安を
もって、その詳細が明らかになるのを注視して
いった。通園施設分科会としては、情報収集し
たことを各施設に情報提供していくとともに施

設長会での情報交換などを行なった。
　平成 24（2012）年 4 月改正児童福祉法施行を
前にして、障がい児支援の強化について示され
た内容は、障がい児支援を児童発達支援として
児童福祉法を根拠として再編し、通園施設を児
童発達支援センター、児童デイサービスを児童
発達支援事業と改め、放課後等デイサービスが
新設された。さらに、児童発達支援センターに
は、障がい児相談支援と保育所等訪問支援とい
う地域支援の機能が施設機能に横付けされた。
　通園施設の一元化については、障がい児通園
施設が、福祉型児童発達支援センター、肢体不
自由児通園施設は、医療型児童発達支援セン
ターとして種別の違いは残す形となり「児童発
達支援センター構想」における、一元化の実現
には至らず、今後の課題と言えよう。
　平成 24 年 4 月改正児童福祉法が施行され、
現在も施設機能整備のために追われている施設
も少なくない。通園分科会として各施設の状況
調査の実施や施設長会での情報交換などを行な
い、問題点を集約していく必要がある。また、
これからの障がい児支援の未来を見据えて、障
がい児支援のあり方、施設のあり方について、
議論をしていかなければならないと考える。

年度 活動内容

平成 5
（1993）

定例会：活動方針について、症例報告、進路相談について
施設見学：淡路こども園、豊中市立あゆみ学園

平成 6
（1994）

定例会：活動方針について、保健関係研修、保護者対応について、進路指導について
施設見学：姫島こども園、大阪市立聾学校、京都府立向日が丘養護学校、堺市立つぼみ園
講演会：「知恵遅れ児に対する感覚統合訓練法について」「言語発達チェックとその指導」

「兵庫県南部地震の恐怖体験に起因する児童の精神的諸問題と対応について」

平成 7
（1995）

定例会：活動方針について、保健関係研修、進路指導について
施設見学：京都洛西愛育園、宝塚市立療育センター、生野こどもの家
講演会：「コミュニケーションからみた障害受容」「今後の通園施設のあり方」

「通園施設における医療、看護の役割」
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年度 活動内容

平成 8

（1996）

定例会：活動方針について、保健関係研修

施設見学：桃花塾、豊中市立あゆみ学園、東大阪療育センター、西宮市立わかば園

講演会：「強度行動障害とは」

平成 9

（1997）

定例会：活動方針について、ケース検討

施設見学：キンダーハイム、大和川学園、大阪市更正療育センター、姫路市総合通園センタールネス

花北、奈良仔鹿園

講演会：「自己決定権の主張」

　　　　「学習障害児の発達理解と指導のポイントについて」

平成 10

（1998）

定例会：活動方針について、情報交換、事例報告

施設見学：知的入所更生施設太平学園、箕面市総合保健福祉センター（あいあい園他）、難聴幼児通

園施設ゆうなぎ園

講演会：「運動発達について」「学習障害児の指導のポイント」「ケースワークを学ぶ」

平成 11

（1999）

定例会：活動方針について、情報交換、事例報告

施設見学：大阪府立盲学校、大阪市立聾学校

講演会：「話しことばを育てる」

　　　　「地域歯科診療における障害者歯科」

平成 12

（2000）

定例会：活動方針について、実践交流

施設見学：都島こども園、奈良仔鹿園、守口市立わかすぎ園

発達支援部会合同研修：「施設サービス共通評価基準について」

平成 13

（2001）

定例会：活動方針について、情報交換、施設見学の振り返り

施設見学：淡路こども園、大阪府立松風園、キンダーハイム、東大阪療育センター、姫路市総合通園

センタールネス花北

発達支援部会合同研修：「支援費制度における施設サービスのあり方」

平成 14

（2002）

定例会：活動方針について、情報交換、施設見学の振り返り

施設見学：岸和田市立パピースクール、寝屋川市立療育・自立センター、都島こども園、京都市立む

くの木学園

発達支援部会合同研修：「虐待について」

平成 15

（2003）

定例会：活動方針について、情報交換、施設見学の振り返り

施設見学：京都洛西愛育園、わかくさ愛育園、吹田市立杉の子学園、こどもデイケアいずみ第 2、守

口市立わかすぎ園

講演会：「療育に生かす保育とは」

平成 16

（2004）

定例会：活動方針について、情報交換、施設見学の振り返り

施設見学：堺市立第 1、第 2 もず園、岸和田市立パピースクール、キンダーハイム、豊中市立あゆみ

学園、東大阪療育センター

発達支援部会合同研修：「短期入所事業の施設間ネットワークについて」
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第 3章　部会の活動

年度 活動内容

平成 17
（2005）

定例会：活動方針について、情報交換、施設見学の振り返り
施設見学：淡路こども園、奈良仔鹿園、京都洛西愛育園、大阪府立高槻養護学校
発達支援部会合同研修：「児童通園施設の発達・生活支援のありかたについて」

平成 18
（2006）

定例会：活動方針について、情報交換、施設見学の振り返り
施設見学：大阪自閉症センター
実践報告会：「個別支援計画について」
講演会：「自立支援法の動向と子ども達への支援について」

平成 19
（2007）

定例会：活動方針について、情報交換、施設見学の振り返り
施設見学：東大阪療育センター、寝屋川市立あかつき・ひばり園、奈良仔鹿園、姫路市総合福祉通

園センタールネス花北、吹田市立こども支援交流センター杉の子学園

平成 20
（2008）

施設見学：大阪市更正療育センター、大阪府急性期・総合医療センター、高槻市立うの花療育園
講演会：「乳幼児期から成人期を通した支援」

平成 21
（2009）

施設見学：枚方市立杉の木園、門真市立くすのき・さつき園
講演会：「この子らを世の光に」
　　　　「草創の先輩方に学ぶ」 

平成 22
（2010）

定例会：年間方針について、情報交換
施設見学：児童デイサービス an、東大阪療育センター
講演会：「発達障害児の発達的理解」
　　　　「ことばの発達のとらえ方と支援のポイント」

平成 23
（2011）

定例会：年間方針について、個別支援計画について情報交換
施設長会：児童福祉法改正に向けて情報交換
施設見学：姫路市総合福祉通園センタールネス花北
講演会：「広汎性発達障害児の理解と支援について」

「安心して暮らす生活を目指して～ 22 年間の実践から～」

平成 24
（2012）

定例会：年間方針について、情報交換
施設長会：情報交換
施設見学：豊里学園、こどもデイケアいずみ
講演会：「子どもとの日々の関わりから実践記録へ」
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2 障害者支援施設部会

（１）精神薄弱者更生施設部会からの流れ

　精神薄弱者更生施設・知的障害者入所更生施
設から障害者支援施設へと変化したこの 20 年
を振り返ると、措置制度から支援費制度の導入、
その後の障害者自立支援法への変遷と、大きな
節目を過ごした期間であったといえよう。
　大阪福祉協会を通じた活動として、特に措置
制度から支援費制度への過渡期には、近畿地区
の知的障がい者事業所に対して報酬シミュレー
ションなど詳細な情報を含めた研修会が神戸で
開催され、多くの協会加盟施設の職員が参加し
た。この時期には、部会での情報交換も、制度
変更による対応変化や経営面での影響について

の話題が中心となっていた。
　また、この頃は各施設が大幅な収入ダウンを
想定しており、職員給与の見直しなどが多くの
施設で実施された頃でもあった。
　平成 18 年頃には、障害者自立支援法施行と
あわせて新法移行だけでなく現行の施設体制の
維持も含め検討してもらいたい趣旨の意見書を
提出するなど、制度改正にあわせた改善案や意
見を、部会から大阪福祉協会を通じて訴えた。
また、日本福祉協会等からの情報発信も頻繁で、
細やかな情報が多く届けられた。
　こういった変革期に、大阪福祉協会が核にな
り情報拠点としての機能を発揮していたといえ
る。

● 障害者支援施設部会の系譜

　現在の障害者支援施設部会は施設入所支援サービスを行なっている事業所を中心に構成される
部会だが、平成 6（1994）年時点では、この部会の源流といえる精神薄弱者更生施設部会と精
神薄弱者授産施設部会は、いずれも入所だけでなく通所の施設もともに部会を構成していた。
　その上で、精神薄弱者更生施設部会の中では入所グループと通所グループに分かれての活動
も行なっていた。本節では、この時期の精神薄弱者更生施設部会の活動は、通所も含めて記載
している。その後この 2 グループは、平成 10（1998）年に入所施設による更生施設部会と、通
所施設による通所更生施設部会に、それぞれ部会として分離独立した。後者の通所更生施設部会
の活動は、次節の日中活動支援部会等に連なる活動として、次節で解説している。また、同じ平
成 10 年に、精神薄弱者授産施設部会は授産施設部会に名称変更した。授産施設部会は、平成 11

（1999）年度中までは入所・通所ともに活動していたので、本節で 1 部会の活動として解説する。
　平成 12（2000）年は大阪福祉協会の部会組織を再編した年であり、更生施設と授産施設が属
する部会も再編となった。更生施設部会と授産施設部会を廃して、更生施設部会に属していた入
所更生施設と、授産施設部会に属していたうちの入所授産施設で、新たに生活支援部会を組織し
たのである。その生活支援部会の中では、更生施設分科会と授産施設分科会が設けられた。本節
でも 2 分科会に分けて解説しているが、平成 15（2003）年度からは、大阪府による入所授産施
設自体の見直しに伴い授産施設分科会独自の活動は行わないこととしたため、生活支援部会全体
での活動となった。その後、平成 24（2012）年の部会再編で、生活支援部会から日中系サービ
スの事業所を除き障害者支援部会として再編した。
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　また、大阪の施設で利用者に対する不適切な
対応が問題になったことに対しても、当該施設
への視察をはじめ、各施設が今後このような事
態に陥らないよう『障がいのある人の尊厳を守
る虐待防止マニュアル』を作成するなど現状の
問題を直視し、課題克服に対する取り組みとし
て活動できた。
　この流れは、各施設が抱える課題解決にむけ
ての取り組みとして、「施設訪問コンサルテー
ション事業」の実施など障がい福祉サービス事
業所への一助として続いている。
　この他にも、個別の契約となり個別支援計画
の重要性が求められてきた時期には、各講師を
迎えて「個別支援計画の立案」についての研修
が行なわれ、支援の質向上に向けての取り組み
がなされてきた。
　触法知的障がい者問題にも、海外での対応を
含め専門の講師を招いて研修の機会をつくり、
今後の検討課題として真摯に受け止める機会と
なった。
　この他にも、短期入所や地域移行への取り組
み、自閉症・強度行動障がいを含む対応困難事
例に対しての情報交換など、現場感覚に即した
意見交換が協会や部会を通じて活発に行なわれ
てきた。
　部会活動の大きな役割として、脈々と続くも
のに職員育成の取り組みがある。
　各施設より幹事職員を派遣いただき、討議や
施設見学などを実践し、同じ支援現場に勤める
もの同士が、意見を交え、討議を重ねることに
より自らが考える力を育てる場として、その意
義を深めているのではないだろうか。各施設の
幹事職員は、施設見学や討議を通じて見識を広
げ、今後の障がい者支援の向上に努めていただ
きたい。
　今後、知的障がい者支援については、障害者

総合支援法の施行を迎えまだまだ予断を許さな
い状況が続く。今道会長や杉崎会長が協会活動
をひっぱってこられた頃から比べると、各施設
とも事務や支援対応に忙殺され余裕がなくなり
つつある。
　各部会活動においても、参加者（施設）が少
なくなってきており、参加したくても施設での
業務に追われて参加できない実情も感じる。
　現代は、インターネットなどの普及により情
報はリアルタイムで受け取ることができる時代
となった。だからこそ、人が集い生きた意見や
情報が必要である。
　そういったこともふまえ、協会活動が生きた
情報交換の場であることを願い、今後とも発展
することを期待する。
平成 6（1994）年度　＊精神薄弱者更生施設部会

　「重度化」をテーマに、グループ討議と施設
見学を行なった。

《入所グループの活動》
　事例報告・事例検討。

《通所グループのサブテーマ》
①地域で暮らしていくために
②有効期限の問題
③性について
④事例報告から問題行動の改善と処遇技術の向

上
平成 7（1995）年度　＊精神薄弱者更生施設部会

　前年度に引き続いて「重度化」をテーマとし、
グループ討議と施設見学を行なった。

《入所グループの活動》
　「施設生活のサービス向上」について討議（余
暇活動・施設での特色あるサービス・外出支援
など）。

《通所グループの活動》
　「行動障がい」「ナイトケア」について討議。

《入所・通所合同グループの活動》
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　「入所・通所が連携してできること、してい
く必要のあること」について討議。短期入所の
拡充や通所施設の実習的利用制度の確立が課題
としてあがる。
平成 8（1996）年度　＊精神薄弱者更生施設部会

　テーマは、「強度行動障がい児・者への対応」
「高齢化に向けた取り組み」「性の問題」（以上、
入所グループ）、「保護者とのかかわり」（保護
者との信頼関係の構築・保護者サポート・本人
の自己実現・将来展望の構築。以上、通所グルー
プ）であった。

《入所グループの活動》
①医療機関との連携や施設での世代の混在にま

つわる課題、入院や保険などの取り扱い
②人権擁護の課題
③利用者の性をどうとらえ、受け止めるか

《通所グループの活動》
　重度の利用者のカリキュラム編成で作業支援
について、利用者の特徴に配慮したグループ編
成・補助具の工夫などについて討議した。

《入所・通所合同グループの活動》
　短期入所の手続きの簡素化や、通所施設での
入所施設からの実習受け入れを検討。
平成 9（1997）年度　＊精神薄弱者更生施設部会

　テーマは前年度から継続。
《入所グループの活動》
①強度行動障がいに対応した TEACCH・ジェ

ントルティーチングの実践例
②高齢化にともない、帰省困難などの支援課題

などを検討
③利用者の性をどうとらえ、受け止めるか

《通所グループの活動》
　保護者とのかかわりや信頼構築などを考え検
討する。

《入所・通所合同グループの活動》
　施設連携をテーマに情報交換とネットワーク

作り。

平成 10（1998）年度　＊更生施設部会

　「入所者の人権をどう守っていくのか」を主
テーマとして討議した。

《活動内容》
　QOL について、作業・食事・入浴の自由選
択や施設の美化作業の実践例について協議。
平成 11（1999）年度　＊更生施設部会

　「利用者の人権」を主テーマに、3 グループ
でそれぞれ小テーマを設定し検討した。

《テーマと活動内容》
①居室の問題：個室化・人権上の配慮などでの

検討
②無断外出を防ぐ対策と人権擁護：事例を通じ

て検討
③ハウスキーピング：衣食住の事例を検討
平成 12（2000）年度　＊更生施設分科会

　社会福祉基礎構造改革の流れをふまえ、入所
更生施設の将来的なあり方についての共通理解
を深めるとともに、対人援助専門職としての対
人援助技術の向上を図ることを目標とした。
　3 グループに分かれての課題別研究と、研修
会を実施した。

《課題別研究》
①地域生活移行に向けての施設における援助：

実践事例を通じて検討
②行動障がいの理解と対応：事例検討
③共通評価基準に基づき、各施設の援助の実際

と今後のあり方について討議
《研修》
「地域移行に向けての施設においての取り組み」
「行動障害への対応～ TEACCH プログラムに
学ぶ自閉症の理解と支援～」「自閉症の理解と
余暇活動」
平成 13（2001）年度　＊更生施設分科会
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　「社会福祉基礎構造改革」をふまえ、入所更
生施設の今後のあり方、地域移行の展望や課題
について研究・討議を行なった。

《課題別研究》
①余暇援助：ボランティアの活用やニーズ理解

とアプローチなどを討議
②高齢者支援：現状での課題や実践を通じ、「機

能低下・身体低下に伴うケア」「日々の医療
的ケア」「施設ケアの見極め時期」などにつ
いて討議

③施設から地域生活移行への取り組み：地域生
活の拠点をグループホームとし、施設での移
行援助を課題に検討

④行動障がいの理解と対応：事例検証から原因
と対応を検討

《研修》
「入所更生施設の今後のあり方～大阪市北区就
労支援ネットワークの取り組みを通して～」

「支援費制度における施設サービスはどうある
べきか～最新情報とその分析～」
平成 14（2002）年度　＊更生施設分科会

　「利用契約制度・支援費制度下における職員
の専門性・入所施設のあり方」をテーマに討議
し、措置から支援費・利用契約への移行に備え
た。この年から、施設長懇談会を開始。

《課題別研究》
①施設から地域生活移行への取り組み：「施設

と地域との繋がり」「個々へのアプローチ」「余
暇時間の組み立て」などを中心に検討

②行動障がいの理解と対応：行動障がい・自閉
症などの事例検討を通じて検討

③高齢者支援：「高齢者の生きがい作り」をテー
マとして実践事例を検討

④余暇活動：余暇活動の実践と課題を討議
《研修》
「社会福祉基礎構造改革と職員の専門性」

「支援費制度のもとでの入所施設の役割」
平成 15（2003）年度　＊生活支援部会

　この年から更生施設分科会と授産施設分科会
の活動を統合し、生活支援部会として活動した。
　支援費制度・利用者契約制度実施初年度であ
り、「利用者主体の支援」「地域での暮らしの支
援」「質の高いサービスの提供」をテーマとした。

《課題別研究》
①サービス評価：サービス評価基準をもちいた

自己評価を取り入れた取り組みや、マニュア
ル作成を通じた組織的な意思の統一形成など
の課題や実践を検討

②地域移行：各施設での状況報告と見学、課題
検討を行ない移行後の就労支援や課題の多い
利用者の地域移行について討議

③人権擁護：施設見学を通じて各場面での人権
擁護についての視点で検証し討議

④個別支援計画：個別支援計画について各施設
での作成時の課題や視点を整理し、研修等を
通じその意味や方向性を探った

《研修》
「個別支援計画の書き方とその要点」
「支援費制度における評価事業について」
「入所施設から見た人権擁護」
平成 16（2004）年度　＊生活支援部会

　テーマは前年度から継続。課題別研究の課題
も継続とした。

《課題別研究》
①サービス評価：一部職員が実施していたサー

ビス評価を現場職員の視点から検証すること
で意味や意義を掘り下げて検証

②地域移行：問題行動による地域移行困難事例
について、他府県事例の報告などを通じ検証。
海外事例なども研修を通じ検討

③人権擁護：各施設の自慢できるところを通じ
て、人権擁護の観点を検討。今後の社会福祉
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構造への不安もきかれた
④個別支援計画：具体的な書式の検証やその意

義や必要性を検討。今後の制度から求められ
る個別支援計画の意味を討議

《研修》
「スウェーデンにおける脱施設化後の地域生活
支援の仕組みと内容～日本的な地域生活支援の
方向性を探る～」

「知的障害者施設におけるサービス評価～サー
ビスの質・質を支える職員～」

「入所更生施設の責務と今後の展望～その後に
ついて～」

「個別支援計画の書き方」
平成 17（2005）年度　＊生活支援部会

　18 年度から施行される「障害者自立支援法」
と障害者福祉制度改革をふまえ、制度改革の内
容と新事業移行を見定めた活動とした。
　課題別研究は、障害者自立支援法における「職
住分離」「地域生活移行推進」という入所施設
の新たな機能をふまえ協議を行なった。
　法施行にあたり、施設長会を数多く開催した。

《課題別研究》
①日中活動：各事業所の日中活動を参考に、障

害者自立支援法による日中活動のあり方や課
題なども検討

②地域移行：利用者主体であることを確認、実
情や今後の移行に向けての課題などを討議

③生活支援：ナイトケアや休日余暇・外出など
での支援のあり方や個別支援計画の模擬策定
など

平成 18（2006）年度　＊生活支援部会

　障害者自立支援法での、新事業移行の課題点・
情報交換・協議を行なった。
　近畿地区知的障害者施設協会生活支援部会施
設長会議で、「障害者自立支援法と事業者経営
～旧事業体系単価と新事業体系単価の差をどう

読むか～」について議論された。
《課題別研究》
①生活支援：障害程度区分のとらえ方や課題を

議論。入所利用者の権利擁護や個別支援のと
らえ方も討議

②地域移行：地域移行の各事業所の実情を把握
できた。障害者自立支援法に対しての対応は
まだばらつきがみられる

③生活支援：日中活動の現状報告を通じて、入
所施設として自分の所属施設の課題を見直す
機会になった。また、会場施設として職員を
受け入れることも、同じくセルフチェックの
機会でもあった

平成 19（2007）年度　＊生活支援部会

　障害者自立支援法の見直し論議に対応して、
新事業移行・情報提供を施設長会を中心に討議。
職員の課題研究では実践ベースでの検討を深め
た。
　また、部会所属施設による虐待事案が明らか
になり人権・利用者支援など多面的に重点課題
として協議検討した。
　近畿地区知的障害者施設協会生活支援部会施
設長会議で、「施設入所支援の機能～自立支援
法の見直し議論を通じて～」について議論され
た。

《課題別研究》
①生活支援：各事業所の実践事例や日課の流れ

などを検証し、あるべき生活支援の今後を検
討

②日中活動支援：各事業所の実践事例を中心に
余暇支援などを検討。施設長講師を招いた講
演や、各職員の意見交換

③地域移行支援：地域移行の課題を明確にする
ことができた。本人・家族の理解等、地域移
行への条件についても討議

《研修》
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「障害者福祉をめぐる動きと福祉職員に求めら
れるもの」

「障害者福祉をめぐる動きと入所更生施設職員
に求められるもの」
平成 20（2008）年度　＊生活支援部会

　メールなどを通じて日本福祉協会からの情報
配信などを行なった。

《研修》
「地域移行について」
「触法行為を伴う知的障害のある人への支援」
平成 21（2009）年度　＊生活支援部会

　障害者自立支援法における新事業体系への移
行と入所施設の役割と機能について検討した。
　また、支援職員を中心とした幹事会を定期開
催し、利用者支援に関わる実践的な課題検討を
行なった。

《施設長会議》
　施設間での情報共有や行政の動向などを検討
し、研修等も実施した。
①視察報告「ノースカロライナ州アルバマーレ

における行動障害を伴う自閉症者支援（グ
ループホームおよび日中活動支援について）」

②近畿地区生活支援部会「障害者自立支援法の
評価と新しい施設入所支援の機能と役割」

《幹事会》
　「地域移行支援」「利用者の高齢化への支援」

「音楽療法」をテーマに、施設見学を含め検討・
実施した。
平成 22（2010）年度　＊生活支援部会

《施設長会》
　テーマは「虐待問題」「事業移行について」「施
設の役割」「リスクマネージメント」など。特
に大阪での施設における虐待事件の問題の頻発
について各施設長とも関心が高く、上記の課題
を含め討議を行なった。

《幹事会》

　虐待事案が大阪で頻発したこともあり、『障
がいのある人の尊厳を守る虐待防止マニュア
ル』等を活用し、虐待を定義・発生原因・防止
策などの観点から検証・討議した。
平成 23（2011）年度　＊生活支援部会

《施設長会》
　テーマとして「虐待問題」「事業移行について」

「施設の役割」「リスクマネージメント」などが
あがるが、特に大阪の施設における虐待事件の
問題の頻発について、各施設長とも関心が高く、
上記の課題を含め討議を行なった。

《幹事会》
　支援員として身近に課題として感じているこ
とを共有し、討議することで認識を深めスキル
アップにつなげた。また、施設見学などを通じ
て見聞を広げた。
平成 24（2012）年度　＊障害者支援施設部会

《施設長会》
　アンケートを実施し、各施設が抱える諸課題
を確認した。それらを要約すると、
• 人材育成（人事評価、採用状況、定着率）に

ついて
• 虐待防止法及び不適切対応や困難事例の対処

について
• 利用者の高齢化に伴う対応や医療の問題につ

いて
等があげられ、今後の施設長会議のテーマとし
てじっくり意見交換していく方向性を皆で確認
した。
　2 年目に入った大阪府の「障がい児者施設
サービス改善派遣事業」について、府担当者等
と意見交換を行なうなど、各回とも多くの出席
があり 6 回開催した。

《幹事会》
　職員間交流とグループセッションを中心に行
ない、支援の現場で感じている様々な事柄につ
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いて討議し、皆で情報共有に努めた。
　3 班に分かれ、高齢者支援をしている施設、
多機能型施設、特別支援学校へ見学を行なった。

（２）精神薄弱者授産施設部会からの流れ

　平成 6（1994）年にさかのぼると、当時の
授産施設の動きやあり方に大きな影響を与えた
のは、平成 4（1992）年 4 月に答申された全
国社会福祉協議会・授産施設協議会（現全国社
会就労センター協議会）の「授産施設制度改革
の基本提言」と同 7 月に厚生省から出された「授
産施設のあり方検討委員会の提言」である。
　根本的に従来の授産施設を検討し直して改革
的な方向性を打ち出した両提言は、「就労自立
への機能訓練の強化」「時間短縮の取り組みと
生産性の向上」「工賃の引き上げと経営の近代
化」「授産施設の整備と相互利用の推進」「職住
分離と地域生活の援助システムの確立」を、基
本的に提起したといえる。
　この時期の授産施設部会の活動を振り返る
と、以下のようになる。
平成 6（1994）年度　＊精神薄弱者授産施設部会

　新規加入の 2 施設を含め 33 施設の大所帯と
なり、授産施設に対する制度や処遇のあり方の
見直しはもとより、次代につながる社会資源作
りに役立つような情報の発信が行なえるように
した。
平成 7（1995）年度　＊精神薄弱者授産施設部会

　1 泊 2 日の職員研修を金剛コロニーで実施し、
通所施設の職員にとってはナイトケアを体験で
きる研修となり、それとともに職員間の交流に
もなり有意義なものになった。
平成 8（1996）年度　＊精神薄弱者授産施設部会

　施設における重度者処遇の事例研究を柱とし
てケースカンファレンスを実施した。
　この年度からスタートした、大阪府授産事業

振興センターによる共同受注等の課題について
検討した。
平成 9（1997）年度　＊精神薄弱者授産施設部会

　「働くことを含めたトータルな生活支援」を
テーマに部会活動を行なった。具体的には後見
支援センターの取り組み、箕面ライフプラザに
おける医療を含めた総合的支援、身体障害者更
生相談所や育成会事業等の研修を実施した。
平成 10（1998）年度　＊授産施設部会

　知的障がいの授産に限定せず幅広い分野での
研修を行ない、福祉工場・更生施設・身体障がい・
精神障がいにかかわる援助を含め、また、グルー
プホームや就労支援、自主製品の開発などを課
題にした見学・研修を実施した。
平成 11（1999）年度　＊授産施設部会

　前年度に引き続き、より大きな視野で活動を
行なった。更生施設や身体障がい者施設等、他
種の施設や障がいに関わる援助なども含めた研
修を実施し、あわせて通勤寮などの生活施設や
就労支援、自主製品の製作現場等を見学した。
平成 12（2000）年度　＊授産施設分科会

　授産施設部会を構成していた入所・通所授産
施設が、生活支援部会の授産施設分科会と日中
活動支援部会の通所授産施設分科会に分かれて
活動することになり、府立の 3 施設のみで授産
施設分科会を形成することとなった。
　府立 3 施設は以前から課題研究を行なってき
た経緯があり、その中のひとつのテーマである

「就労支援」を分科会の課題として取り組んだ。
　また、「トライアングル（泉州、南河内、北摂）
研修会」を実施し、入所授産施設の役割等の研
修を行なった。
平成 13（2001）年度　＊授産施設分科会

　府立 3 施設の地域福祉相互支援体制の確立の
ため、現状と課題の調査・検討を行なった。
　また、通所授産施設分科会との合同研修会「自
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主製品などの販売に於けるリスクマネジメン
ト」を開催した。
平成 14（2002）年度　＊授産施設分科会

　支援費制度への移行準備や、利用者の地域移
行の方向性を探ることを中心課題として取り組
んだ。
　また、更生施設分科会と合同研修会「社会福
祉基礎構造改革と職員の専門性」を開催した。

＊　　　　　＊
　15（2003）年度以降は、先述の通り授産施
設分科会独自の活動はせず、生活支援部会で更
生施設分科会と合同で活動を行なうことになっ
た。

（３）大阪府における入所授産施設の終幕

　平成 6（1994）年度の大阪福祉協会の事業
計画を開いてみると、入所授産施設は大阪府立
砂川厚生福祉センターいずみ寮（定員 50 人）、
大阪府立金剛コロニー［けやき寮（定員120人）・
ひのき寮（定員 120 人）・若松寮（定員 50 人）］、
そして大阪府立明光ワークス（定員 70 人）で、
全て大阪府立であった。
　この府立の入所授産施設は、地域福祉サービ
スが整備されるのと並行して、ノーマライゼー
ションの理念のもと入所者の意向に沿った地域
での生活への移行を推進し、定員削減などの改
革を実施した。その結果、平成 21（2009）年
度末までに入所授産施設としての役割を終え
た。
　全国で入所授産施設が設立された昭和 30 年
代から 40 年代（1960 年前後）は、高度経済
成長期の時代であった。当時の社会福祉制度と
いえば、障がい者が地域で生活するための支援
サービスが十分とは言えない状態であり、入所
施設に大きな期待が寄せられていた時期であっ
た。自立困難な障がい者を長期間保護して安心

して生活を送れるよう、また、障がい者の自立
を可能にするため、一貫した生活や就労に向け
ての訓練が実施できる大規模な入所授産施設が
多数建設された。
　国際的には 1950 年代（昭和 30 年前後）か
ら障がい者が地域社会で普通に暮らすノーマラ
イゼーションの理念が浸透しつつあり、「脱施
設化」や「入所施設の解体」が叫ばれ、大規模
入所施設は閉鎖されつつある時代であった。
　日本では昭和 56（1981）年の「国際障害者年」
を契機にノーマライゼーションの理念が急速に
浸透してくる。しかし、昭和 40 年代と同じよ
うに地域福祉サービスなどの社会資源は希薄な
状況であった。また、一人ひとりの障がい者に
適切にサービスを提供する支援システムも確立
されているとは言えなかった。施設入所が福祉
サービスの中心であった。
　平成の時代（1990 年代）、バブルの崩壊と
ともに日本は低成長期の時代に入り少子化や超
高齢化の課題が国民を不安にさせた。増大し続
ける社会保障・社会福祉への税金の投入抑制、
また、国民の多様な福祉ニーズに応えるため、
国は平成 10（1998）年に「社会福祉基礎構造
改革について」（中間まとめ）を発表し、戦後
約 50 年続いた、措置制度等の抜本的改革の方
針を提示した。
　このような情勢を受け、同時に厳しい財政状
況にあった大阪府においては、府立 3 施設を含
む府立施設のあり方検討が行なわれ、施設の民
営化等の再編整備を進めることになり、府立
の入所施設は廃止されることとなった。平成 7

（1995）年度以降の大阪府の入所授産施設の変
遷を国・大阪府の施策や大阪福祉協会の活動報
告から追ってみる。
　平成 7 年に「障害者プラン～ノーマライゼー
ション 7 か年戦略～」が発表された。サブタイ
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トルにもノーマライゼーションが明記され、日
本でもノーマライゼーションの理念が重要視さ
れていくこととなった。また、障がい者が地域
で共に生活するための住まいの確保、ライフ
ステージに応じた社会参加の促進、生活の質

（QOL）の向上などの方針が示され、地域福祉
サービスの具体的な展開や自立を促進するため
の基盤整備が示されたのである。
　しかしながら、入所授産施設では国の施策が
示される前から、ノーマライゼーションの理念
に沿った地域での生活に向けた取り組みが既に
なされていた。就労自立、グループホーム、ア
パート生活、家庭復帰等を目指す施設独自の地
域生活体験ホームであった。これらの取り組み
は、平成元（1989）年にグループホームが制
度化される以前から実践されてきたことであ
る。
　平成 8（1996）年度の国予算は地域生活重
視の予算編成であり、在宅障がい者（児）とそ
の家族の地域における生活支援を行なう、障害
児（者）地域療育等支援事業が開始された。当
協会もグループホーム研究委員会、地域療育支
援委員会を設置し地域福祉の充実に取り組んだ
年度であった。
　在宅福祉サービスの整備が進んでこそ、入所
授産施設から地域生活への移行が進むことは、
グループホームの国庫補助対象数も 940 件と

平成 5（1993）年度の約 2 倍となった数字に
も表れている。
　平成 10（1998）年 12 月に大阪府は「府立
社会福祉施設のあり方について」を発表した。
　砂川厚生福祉センターは、
①民間での対応が困難な強度行動障がい者や社

会関係障がいを支援する施設に再編する
②民間で対応可能な分野は民間に移行する
　金剛コロニーは、
①定員規模を含めてそのあり方を見直していく
②民間で対応可能な機能については、府域の各

圏域に機能を分散する方向
という内容であった。現在の砂川厚生福祉セン
ターと金剛コロニーのあるべき姿が示された。
　平成 12（2000）年 6 月の社会福祉基礎構造
改革に沿って社会福祉事業法が社会福祉法に改
正され、措置制度から契約制度への移行、対等
な関係、地域福祉権利擁護、苦情解決制度の導
入が盛り込まれた。この頃になると、障がい者
の地域での生活をバックアップする各種相談事
業や就労支援などの在宅障がい者支援サービス
も大きく飛躍してきた。
　一方入所授産施設では、退所者の生活保障に
向け、入所者の企業実習や退所者の就労定着支
援に力を入れていた。大阪府では在宅の障がい
者が安心して長く働きたいというニーズに応え
るべく、大阪府障害者雇用支援センターステッ

平成 15（2003）6 月 「府立施設のあり方検討会」
・知的障害者更生施設の地域展開
・利用者の状態にあった施設種別への転換

平成 17（2005）6 月 大阪府障がい者地域移行支援センター事業開始

平成 19（2007）1 月 「府立知的障がい者（児）大規模施設の再編について～障害者自立支援法を踏まえた府
立施設の再編整備方針について～」
・利用者の地域生活への移行を積極的に促進

大阪府の施策の流れ
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プアップ事業が開始された。大阪福祉協会でも、
社会福祉基礎構造改革を受けて先述の通り府立
3 施設の入所施設で 1 分科会を構成した。
　府立 3 施設では、将来構想を検討する再編整
備検討会議がこの時期から活発になってきた。
　平成 13（2001）年、大阪府の赤字財政がク
ローズアップされ、「大阪府行財政計画（案）」
では民間で対応可能な分野は、順次、民間に移
行するとされ、府立としての 3 施設の存在意義
を明確にすることが求められた。
　平成 14（2002）年度、大阪福祉協会の活動
のキーワードは「自立・地域生活」で、各分科
会の報告では「施設が主体の福祉サービス提供
から地域での生活を主流に…」「入所施設は地
域生活のサポート役に…」「入所機能は緊急避
難、再訓練の場の位置付け…」などの文言が記
載されている。また、「生活の質」が重要視さ
れる中、入所施設は「集団生活でプライバシー
が欠如している」「同一日課で個人が尊重され
ていない」「入所機能は緊急避難、再訓練の場
と位置付けては」などの文言が多く見受けられ
た。
　また、国事業の「障害者就業・生活支援事
業」が開始され、在宅障がい者の就業面と生活
面の一体的な支援が始まったのもこの年度から
であった。
　平成 15（2003）年 1 月に「砂川厚生福祉セ
ンターの今後のあり方」、同 3 月に「第 3 次大
阪府障害者計画」、12 月に「金剛コロニーの今
後のあり方」が示され、利用者の地域生活への
移行を促進し、大規模入所施設は段階的・計画
的に解消し、地域に分散する方針が明記された。
　砂川厚生福祉センターは、地域移行を促進し
民間で対応困難な強度行動障がい者や社会関係
障がい者支援施設に特化する。そして、知的障
害者更生施設・救護施設の民営化、将来的には

授産施設は廃止する方針が示された。
　一方、金剛コロニーは利用者の地域生活への
移行を促進するため府内に小規模な入所施設を
整備していく。さらに利用者の障がい状況に応
じた施設種別への変更とともに、民営化に向け
た整備を行なう方針が動き出した。このように
大阪の入所授産施設は廃止の方向に向かってい
くことになる。
　そして、支援費支給制度の導入、国や大阪府
の障害者基本計画、新障害者プランの策定によ
りノーマライゼーションやリハビリテーション
の理念の実現に向け具体的な施策等が急速に
進展し始めた。ホームヘルプやガイドヘルプ、
ショートステイなどの在宅 3 本柱や他の在宅
サービスの 14（2002）年度から 5 年間の達成
目標が示された。在宅サービスの整備とともに
入所授産施設の利用者の地域生活への移行も進
んでいくことになった。
　6 月には「地方自治法」が改正され、公立の
施設の管理について民間法人も可能とする「指
定管理者制度」がスタートした。
　平成 16（2004）年度、今後の障がい福祉施
策について（改革のグランドデザイン案）では
施設体系の再編が改革の要となっており、現在
の障がい福祉サービスの体系が示され、入所授
産施設のあり様の検討も大詰めを迎えていた。
大阪府、砂川厚生福祉センター、金剛コロニー
との合同で入所者・家族に「近い将来、どこで
生活をしたいか」などの生活に関する希望調査
を、8 か月を要して実施した。入所施設の利用
者・家族も大きな意識の転換を迫られることと
なった。
　平成 17（2005）年 6 月、大阪府障害者地域
移行支援センター事業が開始され、入所施設か
ら地域生活に約 230 名を目標に地域への移行
が促進されるようになった。地域に入所施設か
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らの受け皿となる拠点施設やグループホーム等
の整備も本格化し始めた。
　平成 18（2006）年度、障害者自立支援法が
施行された。「職住分離」「地域生活への移行推
進」の理念の下、入所授産施設は施設入所サー
ビスとなり「日中活動支援」と「居住支援」に
分かれた。また、施設入所サービスは重度の障
がい者に限られるようになった。新事業体系（障
がい福祉サービス事業所）移行までの経過措置
を入れ、入所授産施設は 21（2009）年度末ま
でに、それぞれの歩む道を決めなければならな
くなった。
　入所授産施設の利用者の地域生活移行者数が
加速してくる。金剛コロニー全体では 15 年度・
16 年度の地域生活移行者数はそれぞれ 23 人で
あったが、17 年度は 34 人、18 年度は 63 人と
大きく飛躍する。
　平成 19（2007）年 1 月、「大規模入所施設［砂
川厚生福祉センター、金剛コロニー］の再編に
ついて～障害者自立支援法を踏まえた府立施
設の再編整備方針（案）」が発表された。平成

23（2011）年度末までに約 400 人の地域移行、
府内各地域に拠点施設を整備、知的障害者更生
施設の順次廃止をしていくことが示された。同
3 月には大阪府障害福祉計画で平成 23 年度末
までの地域移行目標を平成 17 年 10 月の施設
利用者の 20％（1200 人）以上と明記した。また、
施設入所者の削減目標を 7％とし、地域生活重
視が打ち出された。ケアホーム・グループホー
ムの見込み量も 6 万 8000 人となり平成 17 年
度の 3 万 4000 人の約 2 倍に増加した。
　砂川厚生福祉センターは平成 16 年度から 23
年度までに約 140 人を超える利用者が、大阪
府立金剛コロニーでは平成 15 年度から 23 年
度までに約 300 人の利用者がグループホーム
やケアホームへ地域移行していった。
　入所授産施設は専門的なノウハウを駆使し、
利用者の地域移行・自立生活を支え地域に社会
貢献してきたが、「社会福祉基礎構造改革」か
ら約 10 年、それぞれの使命を全うし以下のと
おり姿を消していくことになる。

平成 19（2007）3 月 砂川厚生福祉センターいずみ寮休止（平成 22 年 3 月に廃止）

平成 20（2008）3 月
4 月

金剛コロニーけやき寮廃止
明光ワークス入所定員を 70 人から 37 人に変更（年度末に入所授産を廃止）

平成 21（2009）3 月 金剛コロニーひのき寮廃止

平成 22（2010）3 月 金剛コロニー若松寮廃止
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3 日中活動支援部会、生産活動・就労支援部会

（１）通所更生施設部会からの流れ

■ はじめに
　平成 10（1998）年に、それまでともに活動
していた入所更生施設と通所更生施設が 2 部会
に分かれたのは、同じ更生施設といえどもその
役割機能の根本的な相異により、おのずと運営
上の課題や追求しなければならないテーマが大
きく異なって、統一した研修テーマの設定が容
易ではなかったこと、加えて通所更生施設の増
加が著しく、そのため通所更生施設職員独自の
研修テーマのニーズが高くなってきたことなど
が背景にあった。
　そこで、平成 10（1998）年度以降は通所更
生施設部会として部会内実施体制を整備して、
部会活動に取り組んだ。平成 10 年度から 15

（2003）年度までの活動状況（内容）は以下の
とおりである。
平成 10（1998）年度　＊通所更生施設部会

　平成 10 年度は主に（最）重度とされる利用
者への支援の内容、あり方などについて検討し、
その現状と問題点などの把握に努めた。

①加盟（参加）施設における（最）重度者への
取り組みの中身。

②（作業）工賃収益の利用者への還元のあり方。
とくに（最）重度者の作業への参加の対応に
ついて。

③通所施設をとりまく様々な社会資源や事業の
把握と、それら各事業の課題などについても、
以下のテーマについて意見交換した。
• 地域社会と施設の交流の有無、そのありよ

うなど
• 地域療育等支援事業の実情
• 巡回療育相談事業の実情
• 外来療育相談事業の実情
• デイサービス事業の実情
• 在宅障害者自活訓練事業（枚方市の独自事

業）の実情
• 知的障害者地域生活援助事業の実情
• ガイドヘルプ事業の実情
• レスパイト事業の実情
• 社会活動推進事業（枚方市の独自事業）の

実情
平成 11（1999）年度　＊通所更生施設部会

● 日中活動支援部会、生産活動・就労支援部会の系譜

　前節で解説したように、平成 9（1997）年度まであった精神薄弱者更生施設部会は入所施設
と通所施設がともに構成しており、通所施設が通所更生施設部会として独立したのが、平成 10

（1998）年である。
　この通所更生施設部会は、平成 12（2000）年に、授産施設部会に属していたうちの通所授産
施設とともに、日中活動支援部会を新たに構成する。日中活動支援部会は、さらにその中で通所
更生施設分科会、通所授産施設分科会、福祉工場分科会を組織した。
　平成 24（2012）年の部会再編では、日中活動支援部会は存続するが、一部の事業所は新たに
設置された生産活動・就労支援部会に移った。また、生活支援部会のうちの日中系サービスの事
業所が、日中活動支援部会に加わった。
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  今年度は主に 3 つの大きなテーマを設定して
研修活動をすすめた。
　ひとつは「サービス評価のあり方」で、平成
15（2003）年度から予定されている利用契約
制度（支援費制度）の実施を前に、参加者の多
くが関心を寄せた。
　サービスとは何か、支援とサービスの関係性、
さらには公的なサービス以外に各施設がどのよ
うな独自サービスを準備し提供しているのか、
等々を相互に紹介。「評価」のあり方などにつ
いても学んだ。
　ふたつめは利用者の「性に関する問題」であ
る。男、女それぞれの性にまつわる施設（職員）
の対応、その方法のむつかしさなどを共感、共
有しつつ、今後どのようにしていけばよいのか、
どうあるべきなのかなど様々に議論が交わされ
た。
　最後に「施設の活動に刺激を与える方法」で
ある。ともすればマンネリに陥りがちな施設の
日常活動と職員の姿勢を、常に新鮮に、どう活
性化するのかという視点で、それぞれの意見交
流を実施した。
平成 12（2000）年度　＊通所更生施設分科会

　平成 12 年 6 月の国会で可決成立した「社会
福祉法（社会福祉事業法の全面改正法）」の内
容を学びあい、理解を深めた。ほぼ毎月、異な
る加盟施設を訪問して意見交流などを行なっ
た。
　障害福祉分野における措置制度から利用契約
制度への変更に伴う事業所、施設が実施を義務
付けられる諸取り組みについても具体的に学び
あうことができた。特に「苦情解決事業」に関
しては、その基本的な考え方、「苦情」の理解
の仕方、そしてその生かし方などについても理
解を深めることができた。
　また、各施設の了解のもと職員の施設間交流

実習を実施した。
平成 13（2001）年度　＊通所更生施設分科会

　平成 13 年度は以下のようにテーマを設定し
て活動した。
①部会研修会の会場をそれぞれ加盟施設とし、

回毎に変更することで他施設の見学も兼ね
る。

②職員の施設間交流実習を継続する。
③新しい福祉制度への対応について学ぶ（高齢
者のケアについて、グループホームについて、
個別支援計画づくりについて）。
　また、2 月には桃山学院大学の松端准教授の
講演会「知的障害者の福祉サービスはどう変わ
るのか」を開催し、③についてより専門的に学
ぶこともできた。
平成 14（2002）年度　＊通所更生施設分科会

　平成 14 年度も施設見学を兼ねた部会研修活
動を実施した。
　11 月は施設長研修と合同の活動とした。内
容は「介護保険導入による施設の経営と今後の
課題」とし、特別養護老人ホーム白寿苑の新田
政尚施設長の講演会を開催した。
平成 15（2003）年度　＊通所更生施設分科会

　本年度は「全国通所更生施設等職員研修会」
（テーマ：支援費制度下における日中活動支援
の課題と展望）が大阪福祉協会の主催であった
ため、その準備に追われて、本来の部会活動が
不十分な結果に終わった。
　それでも先年から継続してとりくんでいた当
部会参加施設職員の施設間交流実習、施設訪問
見学は予定どおり実施できた。また、一定の成
果はあった。
　以下が施設間交流実習参加施設である。
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年度 交換実習組み合わせ施設

平成 12（2000） わかたけ園・港育成園　　　　　　　　つきのき学園・此花第２太平学園
住之江木の実園・福島第二育成園　　　太陽の里ともしび園・第二博愛　

平成 13（2001） あかまつ園・風の子そだち園　　　　　第二博愛・なわて更生園
此花第２太平学園・福島第二育成園　　みのり園・港育成園

平成 14（2002） 高井田訓練所・いわき生野学園　　　　福島第二育成園・淡輪学園愛の家
第二博愛・港育成園　　　　　　　　　住之江木の実園・風の子そだち園
わかたけ園・あかまつ園・加島希望の家

平成 15（2003） 住之江木の実園・わららか草部・あいほうぷ吹田・ふくろうの杜・さんめい苑

施設間交流実習参加施設

平成 16（2004）年度　＊通所更生施設分科会

　平成 15 年度からの障がい福祉施策（法制度）
の改変により、知的障がい者福祉も大きく変容
した。永年維持され続けてきたわが国固有の「措
置制度」が廃止され、介護保険制度に続く利用
契約制度に変更された。措置費（委託費）は支
援費という名の報酬制（ただし、日額制）にき
りかえられた。
　利用者（家族）と事業者との「利用契約」の
とり交わし、事業者の重要事項、運営規程の作
成と確実な説明、加えて「処遇計画」にかわる「個
別支援計画」の策定（アセスメント、モニタリ
ング、再策定の一連の手続き）などが事業者に
義務づけられた。
　日本福祉協会も、国の制度改革、施設体系（枠
組み）の再編成に伴い、協会内組織を改組した。
　大阪福祉協会においても、平成 16 年度以降、
通所更生施設分科会、通所授産施設分科会をそ
れぞれ立ち上げ、分科会毎の活動を展開するこ
ととなった。
　平成 16 年度の研修活動テーマはこのような
国の法制度改変に関連する事項が当然大きな関
心事であったため、以下のように設定された。
①個別支援計画（プログラム）の策定に関する

こと
②施設における医療的支援のあり方に関するこ

と
③施設内事故に対する「リスクマネジメント」

に関すること
　また、年度の後半からは国の次なる本格的な
法制度改革に向けて示された「改革のグランド
デザイン（案）」に話題が集中し、年度当初の
研修テーマをすすめるとともに、このデザイン

（案）にかかわる諸情報を提供し、意見交換も
活発に行なうようになった。一層進められよう
とする施設体系にまつわる議論も日常的な風景
になった。
平成 17（2005）年度　＊通所更生施設分科会

　前年度に国から発表された「改革のグランド
デザイン（案）」をめぐって様々な議論が交わ
された 1 年間であった。
　功罪、さまざまな課題が見えかくれする「改
革（案）」。そして平成 18（2006）年度から支
援費制度に代わって実施されようとしている

「障害者自立支援法（案）」をめぐって大混乱の
様相を呈し、大きく揺れた。全国の障がい児者
各団体、組織が時の政府に対して抗議行動が行
なわれた。
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　あらゆる障がい児者関係団体、組織が、それ
ぞれの理念や立場をこえて、はじめて大同結束
する端緒となった年度が平成 16 年度から 17
年度にかけてであった。
　日本福祉協会においても、もちろん大阪福祉
協会についても例外ではなく、この大きな動向
に同調して様々なアクションを展開した。
　大阪福祉協会の活動やテーマも、これらの動
きから自由ではありえず、むしろ、積極的に改
変の嵐に身をゆだねる形で設定し、また、行動
もした。
　しかしながら、「改革のグランドデザイン

（案）」を基調とした障害者自立支援法は平成
18 年度から予定どおり実施された。そして 10
月からの本格実施によって全ての知的障がい者
入所施設が日中活動の場と夜間支援の場に分け
られ、施設という呼称は旧来の入所型施設にの
みひきつがれ、その他日中活動施設（いわゆる
通所施設）は第 2 種社会福祉事業とされた。
　更生、授産の表現は経過措置として一定期間
の存続は認められたが、10 月以降はそれぞれ
あらたな生活介護、就労継続、就労移行などの
各事業名に変更することを求められたのであ
る。
　日本福祉協会は国の再度の本格的な施設体系
の変更に従って、再びの改組、改編を実施した
ため、平成 16 年度、17 年度における日中活動
支援部会内の通所更生施設分科会、同授産施設
分科会の区別はほとんど意味をなさなくなり、
平成 18 年度以降、大阪福祉協会においては両
分科会が合同して活動することになった。

（２）授産施設部会からの流れ

　平成 11（1999）年度まで入所授産施設とと
もに授産施設部会を構成していた通所授産施
設は、平成 6（1994）年度の 33 施設から平成

15 年度には 49 施設に加盟施設が増え、地域に
はその他にも未加盟の小規模授産などがたくさ
んできていた。制度改編と共に、日中活動を支
える地域生活支援の拠点としての授産施設に期
待される役割は大きなものであった。
　平成 12（2000）年からは日中活動支援部
会の通所授産施設分科会となった。平成 18

（2006）年度以降は、先述のとおり通所更生施
設分科会と合同で活動した。
平成 12（2000）年度　＊通所授産施設分科会

　就労支援および地域生活支援事業についての
学習や自閉の障がいを持っている人たちとの関
わりおよび作業支援の具体的な取り組みを施設
見学を通じて研修を行なった。障がい者ケアマ
ネジメントについても講師を招き、学習した。
平成 13（2001）年度　＊通所授産施設分科会

　障がい者福祉の今後の動向について講師を招
いて学習したり、他府県の施設見学も行なった。
また、通所更生施設分科会との合同で、「障害
の重い人の作業への参加」というテーマで研修
を行ない、入所授産施設分科会と合同で「自主
製品販売のリスクマネジメント」の研修を実施
した。
平成 14（2002）年度　＊通所授産施設分科会

　支援費制度の内容や移行後の施設のあり方の
テーマが中心になった。また、演習形式での障
害者虐待防止ワークショップや、支援者として
のあり方の研修を実施した。通所更生施設分科
会と合同で、早くから個別支援計画を導入され
ている施設の見学も行なった。
平成 15（2003）年度　＊通所授産施設分科会

　重度重複障がいを待っている人たちを多数受
け入れておられる施設の見学や就労支援につい
ての研修、幅広く事業展開して地域生活支援を
されている施設の見学を行なった。
　また、支援技術の研修として講師を招き、「自
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閉症者の理解と援助について」の講演を実施し
た。
平成 16（2004）年度　＊通所授産施設分科会

　希望の多かった施設見学を中心に活動を行
なった。また、「就労支援について」の施策や
実際に取り組んでいる施設の実践を学ぶ学習会
を開催した。これがきっかけとなり、「就労支
援を進めていくためのマニュアルづくり」を始
めた施設があった。
平成 17（2004）年度　＊通所授産施設分科会

　新設作業所や先駆的に取り組んでいる施設を
見学したいという要望を踏まえて、精力的に施
設見学を実施した。
　障害者自立支援法についての学習会を開催
し、新制度や事業体系、また、応益負担等につ
いての学習を深め、情報交換を行なった。
平成 18（2006）年度　＊日中活動支援部会

　18 年度は障害者自立支援法の施行の年度に
あたり、今後予想される施設の再編の流れを受
けて、通所更生分科会と通所授産分科会合同で
の日中活動支援部会としての定例会を設けて、
活動を行なった。
　活動については隔月で施設長クラスと幹事ク
ラスの定例会の形を取り、自立支援法による現
状と抱える課題を中心に情報提供や意見交換を
重点的に行ない、自立支援法が求める「日中活
動支援のあり方」を深めるため、テーマを決め
て勉強会・研修会を行なった。実施した研修会
は、「障害保健福祉関係主管課長会議の内容に
ついての研修」などである。
平成 19（2007）年度　＊日中活動支援部会

　平成 19 年度は障害者自立支援法施行から 2
年目を迎え、既に新事業体系への事業移行を行
なった施設や地域性による課題を比較すること
等、新しい情報を引き出しながら、今後の予想
される問題点について協議を行なった。

　結果として、新体系へ事業移行を済ませた施
設と旧法施設が混在する中で、相互の問題点を
話し合い、利用する当事者にとって何がふさわ
しいサービス提供のあり方かを考えさせられる
機会の多い一年となった。
　研修は、「障害者自立支援法の改正議論の行
方」（講師：NPO 法人大阪障害者センター・塩
見洋介氏）などを実施した。
平成 20（2008）年度　＊日中活動支援部会

　20 年度は障害者自立支援法や大阪府 PT 案
等、様々に影響を受ける諸施策の情報を整理す
る一方で、本来あるべき具体的な支援のあり方
や横のつながりを深めた支援に活かせるよう
ディスカッション形式の勉強会を中心に活動を
行なった。
　結果として、自立支援法の見直しが行なわれ
るのを前に、新法移行施設と旧法施設が相互の
問題点をグループディスカッション形式で話し
合い、利用者支援の向上を熱く語り合った一年
となった。
　研修会「権利擁護と施設の役割」（講師 : 大
阪府社会福祉協議会運営適正化委員長・岡村憲
一氏）なども実施した。
平成 21（2009）年度　＊日中活動支援部会

　8 月 30 日の衆議院総選挙において、民主党
の圧勝で政権交代が実現し、今後の障がい者施
策も大きく変化しようとする中、次の施策とさ
れる「総合福祉法」等の情報にも焦点を当て、
研修会「新政権による今後の障害者福祉施策を
考える」（講師 : 大阪障害フォーラム事務局長・
細川清和氏）を実施するなど、情報共有や議論
を行なった。
　また、会議の進め方として年間で固定したメ
ンバーでのディスカッションを中心に活動を行
なった。
平成 22（2010）年度　＊日中活動支援部会
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　施設長会は、新事業体系移行に伴う様々な課
題等について研修、意見交換、施設見学を行なっ
た。
　幹事会は行動障害を伴う利用者への支援に
テーマを絞り、研修、事例発表、施設見学を行
なった。
　研修会「行動障害を伴う方の支援について」

（講師 : 大阪知的障害者福祉協会副会長・松上
利男氏）などを実施。
平成 23（2011）年度　＊日中活動支援部会

　施設長会は新事業体系移行、権利擁護等につ
いての研修、意見交換を行なった。
　幹事会は支援における作業療法、精神科医療
等のさまざまなテーマで研修、施設見学を行
なった。
　研修会は、「豊かな日中活動を目指して～
OT の視点から～」（講師 : 社会福祉法人北摂杉
の子会作業療法士・小林哲理氏）、「障がい児者
の権利擁護と対人援助について」（講師 : 桃山
学院大学教授・松端克文氏）などを開催した。
平成 24（2012）年度　＊日中活動支援部会

　24 年度より旧日中活動支援部会は、日中活
動支援部会（生活介護事業系）及び生産活動・
就労支援部会の各部会として再編され、例年通
り偶数月は施設長会、奇数月は幹事会として両
部会合同で行なうこととなった。施設長会では
制度や経営問題を取り上げ、「障害者虐待防止
研修」（講師 : 弁護士・辻川圭乃氏）や「障害
者虐待防止法の施行後の現状とその取り組み」

（講師 : 堺市障害健康福祉局障害福祉部障害施
策推進課課長補佐・永井義雄氏、枚方市障害福
祉室係長・廣田太一氏）などの研修を行なった。
　幹事会では、実践を基にした研修や事業所見
学の実施を行なった。
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4 地域支援部会、相談支援部会

（１）通勤寮の実践とその終焉

■ 支援費制度以前の状況
　通勤寮の歴史は、昭和 46（1971）年 12 月
に厚生事務次官通知「精神薄弱者通勤寮設置運
営要綱」により国の制度として開始した。当時
は援護施設等を退所した「就労している精神薄
弱者を職場に通勤させながら一定期間（原則と
して 2 年間）入所させて、対人関係の調整、余
暇の活用、健康管理等独立自立に必要な事項の
指導を行うことにより、入所者の社会適応能力
を向上させ、精神薄弱者の円滑な社会復帰を図
る」ことを制度の目的としていた。近畿では、
滋賀県の信楽通勤寮が全国のさきがけの施設と
して、昭和 47（1972）年からその活動を開始
した。

　＊　　　　　＊
　大阪府内で初めて開設された通勤寮は、当時
の大阪精神薄弱者育成会が松原市河内天美にて
運営していた天美育成寮である。天美育成寮
が昭和 62（1987）年に開設された後、平成 5

（1993）年につるみの郷通勤寮、平成 8（1996）
年に箕面通勤寮、平成 9（1997）年に大阪市
育成会地域生活支援センター、平成 17（2005）
年にはにいたかの里ほほえみ寮が開設され、最
大時には近畿地区では最も多くの通勤寮が運営
されていた。
　そのような背景の中、知的にハンディキャッ
プがあるとしても、企業等に就労し、安定して
働き続けていくこと、また、働くことにより得
た収入で普通の暮らしを実現することを、利用
者も支援者も求め続けてきたのが通勤寮であ
る。当時は今のように就労支援の事業や制度も
なく、グループホームの制度もまだなかったの
で、寮生と職員が時にはぶつかり、時には寄り
添いながら、厳しい社会の中で、一人ひとりが
暮らしていく場所、方法を模索していた状態
だったように思う。北海道のおしまコロニーは
まなす寮や伊達市の通勤センター旭寮、東京の
原町青年寮や葛飾通勤寮、徳島の若竹通勤寮、
北九州のきく通勤寮やとばた通勤寮、長崎の諫
早通勤寮やふたば通勤寮など、全国的に見て、

● 地域支援部会、相談支援部会の系譜

　地域支援部会、相談支援部会の源流となる部会は、平成 12（2000）年に設置された地域活動
支援部会である。さらにその前身として、グループホーム研究委員会と地域療育支援委員会が、
平成 10（1998）年から活動していた。前者のグループホーム研究委員会は、地域活動支援部会
の中で福祉ホーム・グループホーム等分科会となり、後者の地域療育支援委員会は地域療育分科
会となった。部会内の分科会は、他に通勤寮分科会と生活支援事業分科会が設置された。
　平成 16（2004）年には、これに短期入所事業分科会が加わった。また、平成 19（2007）年に、
地域療育分科会が療育等支援及び市町村相談支援事業分科会と改称された。
　この療育等支援及び市町村相談支援事業分科会は、平成 24（2012）年に相談支援部会として
独立した。同時に、残りの分科会を総合して、地域活動支援部会は地域支援部会となるが、通勤
寮事業は平成 23（2011）年度をもって廃止となっている。
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知的障がいを持つ方の援護施設の中で、もっと
も企業等への就労支援と地域移行支援、地域生
活定着支援にこだわった実践が通勤寮にあっ
た。その実践はその後、知的障害者グループホー
ムの制度化に繋がっていき、障害者就業・生活
支援センター事業の中でも、中核の大きな役割
を果たしてきたのではないかと考える。ただ、
全国的に見ると、それぞれの通勤寮の地域性や、
運営法人の考え方等により、当初の機能ではな
く生活施設化している通勤寮もあり、通勤寮で
の生活が 20 年続いている人（滞留化）が多数
を占めるところもあるなど、そのあり方を問わ
れてきた。
　就労支援の重要性が認められ、それに伴って
生活支援の重要性が高まる中で、そのニーズに
応えるために、最盛期の平成の初旬には全国で
210 を超える通勤寮があり、それぞれの就労と
生活を一体的に支える実践をしてきた。
■ 支援費制度以降の状況
　支援費制度に変わり、その後示された障害者
自立支援法の当初の福祉サービスの新体系の事
業案の中には、通勤寮の機能はその位置づけが
なかった。他の旧法施設と比べて圧倒的に少数
派だったからか ? 法の目指すべき方向が、障が
い者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目
指すことにおかれ、就労支援の強化もうたわれ
ているのにもかかわらず、まさに歴史的にもそ
の実践をしてきた通勤寮の機能が新体系のサー
ビスの中には継続されないことになっていた。
　そのような状況の中で、通勤寮関係者は、日
本福祉協会の通勤寮分科会として厚生労働省と
検討と交渉を重ね、その後の紆余曲折もあった
が、何とか通勤寮の機能を宿泊型自立訓練とし
て継続できるようになった。その検討の中では、
大阪福祉協会の通勤寮分科会では、近畿地区の
通勤寮分科会と連携して、就労・生活を一体的

に支援する通勤寮機能についての学習会を開催
したり、平成 22（2010）年度には、全国通勤
寮研究大会を大阪で開催し、そこには、児童養
護施設関係者、支援学校関係者、就労支援関係
者などが参加し、通勤寮機能をいかに自立支援
法のサービスの中に位置づけるのか、また、自
立にむけてのアプローチが必要な人に対する支
援を確保すること、就労と生活を一体的に支援
することで、より安定した就労支援が可能にな
ること、支援学校在学中から見通しを立てた支
援をすることで有効な自立支援に繋がることな
どを確認し、宿泊型自立訓練がどのように展開
されていくべきかを議論した。
　全国の通勤寮の新体系への移行のプロセスは
様々で、他の事業と比べて慎重に進められた傾
向があった。中には利用年限のハードルが高い
と判断し、生活支援の継続を重視し、ケアホー
ムに展開したところ、自治体の指定管理制度の
中で通勤寮事業を継続したところ、早々に宿泊
型自立訓練に展開したところなどもあった。
　大阪では体系移行について慎重に進めるとこ
ろが多く、平成 22（2010）年 4 月にほほえみ
寮が体系移行し、平成 24（2012）年 1 月に大
東通勤寮が移行、同年 3 月末で箕面通勤寮は廃
止。また通勤寮制度の終了のタイミングで、同
年 4 月からワークセンターつるみの郷、大阪市
育成会地域生活支援センターが体系移行し、西
成ウイングで実施されていた福祉ホームが宿泊
型自立訓練に事業を展開した。また、同じく平
成 24 年 4 月より、精神障がいの領域から、ア
ンダンテとあかやまが事業を開始した。おそら
く、通勤寮から移行した宿泊型と、精神障がい
者の社会復帰施設等が源流にある宿泊型では、
事業の狙いや取り組み内容等に少し違いがある
のかもしれないが、いずれも訓練後の地域生活
への移行と、その後の地域定着を目指しての実
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践がなされていることと考える。
■ 通勤寮が果たしてきた役割
　地域での自立的な暮らしの実現を望む人に
とって、地域生活開始の前段階において、宿泊
型自立訓練での一定の利用期間内で、主体的に
さまざまな生活体験を行ない、これからの自分
の暮らしの見通しをつけておくこと、自分の望
む暮らしを見つけ、自分に必要な支援を自覚し
ておくこと、そして、支援が必要なときに支援
を求められる体制を準備しておくことなどが必
要である。そしてそのようにすごした時間が、
安定して地域生活を送るための力になってい
く。
　地域移行の取り組みと表裏一体、同様に重要
なのが、地域定着支援である。これまで、通勤
寮の多くは、自前で通勤寮から地域生活へ移行
した方への支援を担ってきた。そのため、多く
の元通勤寮の宿泊型自立訓練事業所周辺には、
グループホーム・ケアホームやその他の生活支
援の体制が整えられている。今後は、さらに地
域移行への流れが加速していくことが予想され
るので、地域で始める暮らしに対する支援をさ
らに整えていく必要がある。その役割は宿泊型
自立訓練事業所などだけで到底担えるわけでは
なく、旧法通勤寮周辺に地域生活者が偏って暮
らしていることも不自然だともいえる。障がい
を持つ当事者が、自分の暮らしたい場所で、暮
らしたい人と安心して暮らしていくためには、
計画相談支援の充実の中、さまざまな障害福祉
サービス事業所や相談支援機関、社会資源やイ
ンフォーマルな支援を含めて、必要な支援を自
在に組み合わせ、活用できるような仕組みが必
要である。
　さらに、育成会などで活発に行なわれている
本人活動は、通勤寮の自治会や OB 会などが源
流にある。さくら会や友の会、みんなの会や仲

間の会などがそれに当たり、その活動の中で、
参加者たちが主体性を取り戻し、当事者同士の
話し合いや学習の中で、自己選択や自己決定を
当然のこととして行なっていくようになる。総
合支援法では、重要事項の一つとして意思決定
支援があげられているが、このことについても、
今後十分に議論を深めていかなくてはならない
だろう。
　最後に、通勤寮制度は平成 23（2011）年度
で終了したため、現在は宿泊型自立訓練の中に
その機能を引き継いでいるが、利用者を主体と
して、その人が望む暮らしを一緒に探し、その
実現の準備を支援し、地域で始められた暮らし
が安心して快適に続けられるように支援し続け
てきた通勤寮の機能は今後もいっそう重要であ
ること、その機能が、宿泊型自立訓練や総合支
援法の中でしっかりと機能していくことを期待
し、そのことが自立的な地域生活を願う利用者
の自己決定に繋がっていくと考えている。

（２）グループホーム・ケアホームの実践

■ 動向
　わが国におけるグループホームの歴史は、昭
和 30 年代に民間の努力によってその設置と運
営の試みが始まった。小規模な共同生活の体系
は、今日の「グループホーム」という名称の他
にも「生活寮」｢生活ホーム｣「福祉ホーム」「民
間下宿」など歴史的な施策の背景の中でさまざ
まな名称で呼ばれ現在も活動している。
　昭和 53（1978）年に、東京都が通勤寮生の
地域の受け皿として「生活寮」の制度を創設し、
同年に神奈川県でも「生活ホーム」制度が創設
された。先駆的単独事業創設に呼応して、他府
県でも類似の制度が生まれることとなり、その
後も各地で様々な取り組みがされることとな
り、実態は先行していったが、自治体の取り組
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みは必ずしも順調に進まなかった。
　その後、昭和 54（1979）年に「福祉ホーム」
が新たに国の制度として設置されることとなっ
た。その目的は「就労している精神薄弱者であっ
て、家庭環境、住宅事情等の理由により、現に
住居を求めているものに独立した生活を営むた
めに利用させ、就労に必要な日常生活の安定を
確保し、もって社会参加の助長を図る」という
ものであった。
　さらに国際障害者年の昭和 56（1981）年の
前後には、就労を条件としない小規模な共同生
活が単独で制度化されるなど、「就労援助の形
から地域生活援助の形へ」と実態が動いていく
こととなった。
　昭和 62（1987）年、国連障害者年の 10 年
の中間年を期に策定された「『障害者対策に関
する長期計画』後期重点施策」において「地域
で自立的に生活する精神薄弱者や精神障害者へ
の援助体制を整備すること」がうたわれた。
　昭和 63（1988）年に「『障害者対策に関す
る長期計画』後期重点施策」を行なう上で、知
的障がい者の地域福祉を充実させるための具体
的施策の柱として「精神薄弱者の居住の場の在
り方について―グループホーム制度の創設への
提言」があり、グループホーム制度の確立が強
く求められた。
　そのような歴史的な経緯を踏まえ、平成元

（1989）年に「グループホーム（精神薄弱者地
域生活援助事業）」は制度化された。
　しかしながら、グループホームは「地域社会
の中にある一般の住宅（アパート、マンション、
一戸建住宅等）において、数人の知的障がい者
が一定の経済負担を負って共同で生活する形態
であって、これに対して同居あるいは近隣に生
活している専任の世話人により、日常生活援助
が行われるもの」と定義され、主な概要は以下

のようなもので、厳しい制限があった。
①対象は日常生活上の援助を必要とする 15 歳

以上の知的障がい者で、就労（福祉的就労を
含む）しており、日常生活を維持できる収入
がある者であること

②運営主体は入所施設・通勤寮等の施設を経営
する地方公共団体および社会福祉法人等

③バックアップ施設が必要
④標準定員は 4 ～ 5 名
⑤世話人は食事提供、健康管理、金銭管理、余

暇利用などの援助・助言を行なう
　これによって、制度の中で初めて世話人の位
置づけが行なわれることとなった。
　その後、グループホーム制度は、バックアッ
プ施設の範囲が拡大、重度加算制度の創設、公
営住宅の利用、運営主体等の規制緩和、入居要
件の簡素化等、実態に対応して何度も制度が改
正された。
　さらに平成 18（2006）年 10 月、障害者自
立支援法により、支援の必要度の高い人を対象
とした「共同生活介護事業（ケアホーム）」が
創設され、従来の「共同生活援助事業（グルー
プホーム）」と 2 つの異なる事業形態となると
ともに、ホーム単位の運営から複数のホームを
まとめた事業所単位の運営になり、スタッフと
して、世話人のほか生活支援員、サービス管理
責任者が位置づけられた。その他報酬関係では、
夜間支援体制加算が設けられたことや報酬区分
が 2 段階から 6 段階になり、上下の金額の差が
2 倍から約 3.2 倍に広がったことや報酬支払方
式が月額方式から利用実績による日払い方式に
なったこと等大きな変化があった。
　新たに平成 25（2013）年より障害者自立支
援法は障害者総合支援法と形を変え、ケアホー
ムはグループホームへ一元化されることとなっ
た。他にも外部サービス利用の見直しや、サテ
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ライト型住居の創設等も検討されており、具体
的な内容はまだ不明な点が多いが、いずれにせ
よ大きな転換期になるであろう。
　このように平成元年にスタートしたグループ
ホーム制度は、この四半世紀の間で大きく制度
設計が変わり複雑になっており、その制度の変
化を見極め理解し、適切に対応していく必要が
ある。
　併せてグループホーム入居者の高齢化、障害
の多様化、夜間支援の問題、生活の質の向上の
問題等、グループホームをめぐる課題は数多く
あるが、それらの課題についての検証と解決の
方策を探りながら、グループホームが「街の中」
にある「普通の暮らしの場」であり、「自分が
望む自分の暮らし」を実現できる場となるよう
更なる充実を図っていきたい。
■ 福祉ホーム・グループホーム等分科会での
　 取り組み
　大阪における福祉ホーム・グループホーム等
分科会の歴史は平成 12（2000）年からとまだ
浅いが、平成 8（1996）年からグループホー
ム研究会として、利用者の仲間作りのためのレ
クリエーション活動や世話人を対象とした交流
会である「集まれグループホーム」を毎年行な
うなど、地道な活動を続けた。
　さらに平成 10 年にはグループホーム研究委
員会が組織され、社会福祉・医療事業団の助成
を受け、当時運営されているグループホームに
おいて、自主的な評価体制を確立することによ
り問題点を明確にし、より質の高いサービスを
提供することを目的として、調査・研究がなさ
れた。
　おもな取り組みとしては、日常生活に密着し
た援助領域を始め、バックアップ体制として求
められる機能及びそのあり方について、具体的
にチェック項目として提示できるように検討が

なされた。その結果成果物として『知的障害者
グループホーム運営評価』を発刊し各関係機関
や会員施設に配布した。
　各項目をチェックすることで、グループホー
ムの援助に携わっているそれぞれの立場の者に
とって、現在の援助の方法を検証し、援助者と
して持つべき視点や望ましい援助のあり方を模
索する上での一助となった。
　平成 12（2000）年度は福祉ホーム・グルー
プホーム等分科会が地域生活支援部会の中に正
式に位置づけられ、その発足を機に大阪府、大
阪市、堺市が作成したグループホームを運営す
る施設一覧より、福祉協会に加入する施設名簿
を作成し、それに基づき分科会での活動内容
や、実施回数や時間帯、現在バックアップ施設
が抱えている問題点や課題等のアンケートを発
送し、それを元に研修を行なった。
　平成 13（2001）年度は部会を定期的に開催
し、利用者・世話人・バックアップ施設職員を
対象とした研修や勉強会を行なった。また、専
門委員会を組織して『グループホーム運営ハン
ドブック』を発行し、各関係機関や会員施設に
配布した。
　平成 14（2002）年度は利用者を対象とした
学習会「これであなたも支援費つう」を開催し、
目前に控えた支援費制度の内容や契約の意味に
ついて理解を深めた。
　平成 15（2003）年度には DPI 日本会議と共
催で「グループホームを考える大阪の集い」を
国際障害者交流センタービッグアイで開催し、
宮城県知事　浅野史郎氏による記念講演と当事
者体験レポートと全体討議を行なった。
　また日本福祉協会からの依頼による「ホー
ムヘルプサービス活用実態調査」を行なった。
これは平成 12 年よりグループホーム利用者の
ホームヘルプサービスの利用が可能になったも
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のの、その利用状況が低調であることから活用
状況及び活用できない原因がどこにあるのかを
把握するための実態調査であった。
　またこの年度より近畿地区のグループホーム
分科会の連携を図り、情報を共有することを目
的として、近畿地区グループホーム研修会を開
催することとし、第 1 回の研修会を兵庫県神戸
市で行なった。尚この年以降は近畿各府県持
ち回りで行なうこととなった（大阪は平成 16

（2004）年、18（2006）年、21（2009）年開催）。
　また平成 18 年度は全国グループホーム研修
会（テーマ：グループホーム・地域生活支援の
あり方を展望する）が大阪で開催された年でも
あり、10 月からの自立支援法移行を 2 か月後
に控えてもなお不安材料が多く、解決されてい
ない課題もあることから、全国から大会関係者
を含め約 1000 名の参加があり、関心の高さが
うかがえた。
　さらに同年、前年度からの継続課題であった

「グループホーム・ケアホーム利用者の金銭等
の管理規程」作成のための担当者会議を 6 回行
ない、「グループホーム入居者の金銭管理規程

（案）」をまとめた。それぞれの事業所が改善し
ながらよりよい「金銭管理規程」を作成できる
ことをめざした。
　背景には、障害者自立支援法施行により金銭
担当者（世話人）が関わる小口現金の取り扱い
が煩雑になり一層の明確化を求められるように
なったこと、サービス管理責任者の設置が義務
付けられ金銭管理者として財産保全の業務が明
確になったことがある。
　また、この年より大阪府障害者交流促進セン
ター（ファインプラザ大阪）との共催で、世話
人を対象とした料理教室を開催することとなり

（以後毎年開催）、料理教室だけでなく栄養に関
する勉強会や情報交換会等を行ない、好評を得

ている。
　障害者自立支援法のもとで新たな形のグルー
プホーム制度が歩みを始めるが、新制度は部分
的な見直しと混乱を繰り返してきた。地域生活
を支えるさまざまなサービスの展開について、
激動する状況の中、安定した事業運営、利用者
の高齢化、重度化、障がいの重複化、医療的支
援の必要性、支援の専門性と高度化、人材確保

（世話人）の困難などさまざまな課題の整理と
その改善に向けた議論を中心とした活動を実施
した。
　平成 24（2012）年度からは、地域支援部会
としての活動となった。この年、グループホー
ム事業の実態調査アンケートを実施した。
　平成 25（2013）年度より、障害者総合支援
法が施行される。
　地域社会における共生の実現に向けて、障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
という趣旨のもと、国は新たな障害保健福祉施
策を講ずるとしている。
　平成 25 年 4 月 1 日から、障害者の範囲の見
直し（難病等を加える）や、サービス基盤の計
画的整備などが先行施行され、今後私たちの事
業展開に大きく影響を与える障害支援区分の創
設、共同生活介護の共同生活援助への一元化、
地域移行支援の対象拡大等については平成 26

（2014）年度からの施行となっている。
　これは、平成 25 年度中に具体的な施策の決
定作業が行なわれるということであり、その過
程を見ながらしっかり注目していかなければな
らない。
　いずれにしても、私たちは、制度・施策の完
成を待つのではなく、実施している事業や地域
の現状と課題を整理し、これらがよりよいもの
となるよう分科会が中心となって活動を展開し
ていきたい。
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（３）相談支援

　“相談”というと、古くは、障がい児・者の
地域療育をコーディネートしていく相談窓口と
いう位置づけで、主体はほぼ公的な側にあった。
その後グループホームの数が増え、障がいを持
つ人たちの地域生活が進む中で、大阪府におい
ては平成 17（2005）年度に府の単独事業であ
る大阪府障害者地域移行支援センター事業が始
まり、地域で暮らす拠点が整備されていくこと
になる。また、大阪府障がい福祉計画の中で、
国基準以上に施設入所者の 20％をさらに地域
生活へという計画が示されるなど、地域生活の
サポート体系の充実が急務であった。
　障害者自立支援法の中に、障がい者が地域で
暮らすうえで相談支援の充実が不可欠であると
示されており、地域障害者自立支援協議会の運
営にも相談支援が重要な位置を占めている。平
成 22（2010）年 12 月、障害者自立支援法が
改正され、平成 24（2012）年度からサービス
等利用計画が実施され 26（2014）年度までに
段階的に行なわれていくなど、相談支援事業の
方向とその充実が示された。既に、障がいのあ
る人が継続して地域生活をおくるサポートの要
を相談支援は担っているが、相談支援専門員の
質と量の確保がされれば、次の 10 年では今以
上の地域生活支援が充実すると確信している。

（４）短期入所事業

　平成 16（2004）年度から短期入所事業分
科会が地域活動支援部会に設置され、平成 18

（2006）年障害者自立支援法の施行までに、こ
れからの短期入所事業のあり様について検討を
始めた。その内容は、各事業所の利用状況や支
援内容等の情報交換から始め、ネットワークづ
くりの構築を目指した。

　平成 13（2001）・15（2003）年度に利用者
を対象としたアンケート調査を実施している
が、平成 23（2011）年度にあらためて事業者
を対象とした「短期入所サービスについて」の
アンケート調査を行なった。障がいのある人に
とって、地域生活を継続していく上で重要な事
業であると事業者自身が重く認識するととも
に、入所施設に短期入所事業を併設した従来型
の運営と単独型の運営では、その方針や問題意
識に違いがみられた。
　近年、医療ケアが必要な利用ケース、精神疾
患の利用ケース、虐待ケース、家庭崩壊ケース
など、ニーズは多様化してきている。しかしな
がら、未だにハード・ソフト面の問題からタイ
ムリーに応えきれていない実情であり、平成
27（2015）年度からのサポート体系の中で、
本事業がどう位置づけられるか事業所間で情報
共有していく必要がある。
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大阪に続け
京都知的障害者福祉施設協議会　会長

矢野　隆弘

　大阪福祉協会発足 50 周年おめでとうござい
ます。私事になりますが、私の父は金剛コロニー
の開設当初にお世話になっておりました。私自
身も家族として金剛コロニーの職員宿舎で数年
を過ごしました。今回、応援メッセージを書か
せていただくことにご縁を感じております。京
都福祉協議会は大阪福祉協会に遅れて 3年後
に発足しております。大阪に習って障害のある
方の福祉に貢献してまいりたいと思っておりま
す。

大阪知的障害者福祉協会 50周年に寄せて
奈良県知的障害者施設協会　会長

田ノ岡　敏雄
　50周年おめでとうございます。
　この間、障害者福祉の変遷は目を見張るものがあ
り、行政主導の与えられる福祉から障害者自身が選
択権を行使し、自己責任のもと選ぶ福祉へと様変わ
りしました。これに伴い、福祉サービスも社会福祉
法人だけに留まらず、NPO 法人や株式会社等々が
参入し、選択はできるものの、何が良いのかが本当
にわかり辛くなってきています。
　そこで、社会福祉法人が本来持つべき基本的姿勢
として安心感の提供が大切であるように思われま
す。その社会福祉法人が集う我々団体がセーフティ
ネットとなり、障害をお持ちの方々の人生を支え続
けるという使命を全うすべきであると思います。
　最後になりましたが、貴会の益々の発展を祈念し
50 周年に寄せてのお祝いメッセージとさせて頂き
ます。

記念誌に寄せるメッセージ
一般社団法人兵庫県知的障害者施設協会　会長

蓬莱　和裕
　私の机の上に、『障害者虐待～その理解と防
止のために～』（宗澤忠雄編著）という一冊の
本があります。貴会といえば、「障害者虐待は
絶対に許さない」という信念のもと、障害者虐
待の防止に奔走されている安本会長の姿が目に
浮かびます。
　「障害者支援における虐待は、専門性の無さ
から発生する」は、実際に起こった虐待問題に
正面から向き合い導きだされた結果で、これが
私たちの指針となりました。
　貴会の更なる躍進をご祈念申し上げます。

近畿の水瓶よりお祝いのことば
滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会　会長

上田　清樹

　この度、大阪知的障害者福祉協会創立 50 周
年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。滋
賀の山野から湧き出た一滴の「水」は琵琶湖に
集まり、瀬田川～宇治川～淀川を経て生命の源
として大役を担いながら、やがて大阪湾から大
海へと流れ出ていきます。貴会には、今日まで
実践を通して培われたご経験と振り返ることが
できる歴史といった貴重な財産を活かし、この
「水」に注ぎ込み大海へと繋げて下さることを
ご期待申し上げます。
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　“集まれグループホーム”は、グループホー
ムで暮らし、地域生活をおくっている皆さん
が一堂に会し一日楽しめて、仲間づくりもで
きるイベントを開催したいとの願いから、大
阪府地域福祉推進財団、大阪育成会、大阪愛
護協会が主催して行なわれたのが始まりであ
る。その当時、大阪府下のグループホーム数
は 68 ホームで 283 名の利用者が地域で暮
らしておられた。初めてのイベントでもあり、
いかにしてたくさんの方々に参加してもらえ
るか、プログラム内容等について種々検討し
た。企画する我々もアイデアがどんどん湧い
てきて、会議が楽しく感じられたことを思い
出す。
　記念すべき第 1回大会（平成 8（1996）
年 11月）を振り返ると、大阪府の後援を得
て堺市南区のファインプラザ大阪（大阪府
立障害者交流促進センター）に 35 ホーム、
94 名の利用者が集った。セレモニーの後、
全員で体操やレクリエーションを行ない、身
体をほぐすとともに、緊張も和らぎとても良
い雰囲気に会場がつつまれた。午後から、そ
れぞれが希望したイベントへ参加するため、
各会場に分かれた。料理教室では、皆エプロ
ンを着け、慣れない包丁を使って簡単な調理
指導を受けた。カラオケ教室は、この日のた
めに練習してきた十八番を熱唱され、おしゃ
べり好きは、トーク広場で交流を深められる
など大いに盛り上がった。戸外では初めてグ

ラウンドゴルフをするスポーツ好きが汗を流
すなど、多くの参加者が笑顔で一日を過ごさ
れたことがとても印象的だった。
　第 2回は、大阪府障害福祉課地域生活係
が中心となり企画会議を持った。会場も大阪
市内に移し、学校法人城南学園のご厚意で大
阪城南女子短期大学キャンパス内の体育館や
教室をお借りして、各種のイベントを開催す
ることができた。利用者 119 名に加え同短
期大学の学生 57名もボランティアとして参
加して、総勢 264 名が集い、第 1回とは違
う華やいだ雰囲気のなか、皆が楽しい時を過
ごした。
　その後、“集まれグループホーム”は回を
重ねるごとに参加者が増え、地域で暮らす利
用者が楽しみにするイベントとして育って
いったと思う。以下簡単に各回の概要を紹介
する。
　第 3回は桃山学院大学社会学部社会福祉
学科の“記念行事”に位置づけられ、同大学
で開催された。46 ホーム、146 名の利用
者が集うとともに、各ホームから世話人さん
42名が参加した。お茶会、おしゃれ教室や
パソコン講座など新たなプログラムも加わっ
た。また、「障害者の人権擁護」と題して北
野誠一氏（桃山学院大学社会学部教授）の記
念講演も併せて行なわれ、学生や社会人のボ
ランティアを含めると総勢 358 名が集う大
会となった。第 4回は、会場をファインプ
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ラザ大阪に戻し 52 ホーム、147 名の利用
者が集った。続く第 5回は、大阪府立吹田
養護学校（現支援学校）において 54ホーム、
157 名の利用者が参加し、世話人交流会も
プログラムと位置づけられた。また、カーリ
ングやスポーツチャンバラなどのユニークな
軽スポーツが各種紹介された。そして、平成
14（2002）年 3月に国際障害者交流セン
ター（ビックアイ）において、115名が集っ
た第 6回大会を最後に、諸般の事情で開催
されず今に至っている。
　あれから 12年経った。大阪府内のグルー
プホーム・ケアホームで暮らす利用者も増え、
平成 22（2010）年度の府の計画では、6
万 8000 人が目標値として掲げられている。
グループホーム事業が制度化された頃からは

比較にならない規模の広がりを、今後も見せ
ていくだろう。
　地域での暮らしが長い方の中には、還暦を
過ぎた方もおられるだろう。新しく地域生活
を始めた方は、何か気になることはないだろ
うか。障がいが重い方は、日中どのように過
ごされているだろうか。世話人も生活支援員
も、日々工夫して地域生活を支えているだろ
うが、不安はないだろうか……等々、いまこ
そ、“集まれグループホーム”が開催される
時だと感じている。イベントを楽しむだけで
なく、将来の暮らしに希望が持てるよう、経
験豊富な先輩や専門家から助言をもらえる場
にもなればと感じている。
　おおさかのどまんなかあたりで集いましょ
う。

ファッションショー（第 6回集まれグループホーム） おしゃれ教室（第 6回集まれグループホーム）

和
太
鼓
演
奏
（
第
６
回
集
ま
れ
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）



7070

支援スタッフ部会の目的及び設立の経過

　平成 11（1999）年に日本愛護協会は組

織改革について検討を重ね、その一環として、

支援スタッフ部会の立ち上げが検討された。

大阪においても、その流れを受けて、従事者

評議員で検討し、「立ち上げの主旨」を、

①支援スタッフ部会の活動は、部会全体の組

織改革の方向で行なう。

②現場で働くスタッフの立場で、部会の中に

意見を反映させ、部会の活動を現場の問題

と密着させていく。

③現場に必要なタイムリーな情報の提供を行

なう。　　

④行政への政策提言に向けて、支援スタッフ

の立場で現場の意見を反映させる。

⑤支援スタッフ部会を各都道府県に立ち上

げ、その連携を図ることにより、各地区の

独自性を生かしながら、全体のレベルアッ

プを図る。また、各地区と全国では活動の

内容も異なってくると思われるので、その

整理を行なう。

⑥委員会と組織的なつながりを持ち、支援に

必要な情報の収集や交換を行ない、スタッ

フの意識改革を図る。また、現場の意見を

委員会へ反映させていく。

⑦支援スタッフが部会活動に組織的に関わる

ことにより、部会全体の組織改革の活性化

を図る。12年度は立ち上げに当たり、組

織編成を重点課題とし、支援スタッフ部会

の活動について検討する。

⑧支援スタッフ部会の活動は、施設長の考え

方によるところが大きいため、活動が円滑

に行なわれるよう、その理解と協力を求め

る。

の 8項目にまとめ、平成 12（2000）年 2

月の理事会、評議員会に提案し、承認された

ことにから、平成 12年度より支援スタッフ

部会として活動を行なうこととなった。

　そして部会としての具体的な活動テーマ対

として、

•	 権利擁護とそのシステム

•	 ケアマネジメント

•	 本人活動

•	 支援技術

•	 福祉サービスの評価基準

•	 公的介護保険

•	 成年後見制度

•	 地域生活支援

をあげ、「支援スタッフ」としての視点で、

現状の問題や、利用者主体の支援のあり方、

個別ニーズに添ったサービスの提供など、現

場が持っている課題をとらえ、部会活動の中

で問題提議をしていくと共に、それぞれの現

場からも提議提案が行なえる柔軟な組織を目

指すこととした。

平成 12（2000）年度

　支援スタッフ部会の立ち上げの年であり、

他府県の活動の情報収集をした。支援スタッ

フ部会の主旨を共有化し、どのような活動を

行なっていくか検討するための準備委員会の

立ち上げ等の活動を行なった。

平成 13（2001）年度

　支援スタッフ部会の課題の一つである、本

人活動を具体化するための活動として「集ま

れグループホーム」について、このイベント

を本人活動のイベントへと変えていくことを

目的に、支援スタッフ部会として役員会に働

きかけた。

　「第 6回集まれグループホーム」は平成

14 年 3 月 7 日、国際障害者交流センター

（ビッグアイ）にて、115 名の利用者と 19

名の世話人の参加により開催された。

平成 14（2002）年度

　各都道府県の支援スタッフ部会のおかれて

いる状況はまちまちであり、まだ立ち上げに

向けて調整している県もある中で、部会・分

科会協議会、支援スタッフ部会、近畿地区役

員会に参加し、また、近畿各府県の支援スタッ

フ部会長が参加する連絡会議においては、更

なる連携の必要性が確認された。

平成 15（2003）～ 16（2004）年度

　各都道府県における支援スタッフ部会の立

支
援
ス
タ
ッ
フ
部
会
の
取
り
組
み

4コラム
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ち上げ状況の把握に努めながら、福祉業界の

将来像を新しい感覚でとらえ旧来の発想から

転換し、時代に沿った情報の提供や、研修へ

の取り組みなど具体的な活動について検討し

た。

平成 16（2004）年度

　支援スタッフ部会は、直接現場で支援にあ

たる職員を対象とした部会であり、協会の各

部会に所属していることから、各部会の後方

支援的な役割をしながら、支援スタッフ部会

の「ありよう」について検討作業を行なった。

　今年度は、特に「第 23回スポーツフェス

タ 2004 大阪」の実施に際しては、事務局

と連携し、申込書の配布や役員・委員・スタッ

フの調整などの大会準備をした。また、大阪

福祉協会の機関紙である『大阪知的障害者福

祉協会NEWS』の編集スタッフの一人とし

て参画した。これらの活動を通じて施設職員

との交流を図った。

平成 17（2005）年度

　全国、近畿の支援スタッフ会議、研修など

に参加する一方、各種研修会での準備、当日

の受付の手伝いなど各部会の後方支援的な役

割を行なった。「第 24 回スポーツフェスタ

2005 大阪」の大阪福祉協会の窓口として

申込書の配布、役員、委員、係員の依頼、大

会準備などの業務を事務局と協働して行なっ

た。

　また、『大阪知的障害者福祉協会NEWS』

の編集委員の一人として「施設訪問記」を担

当した。

　特にこの年は、奈良で開催された平成 17

年度近畿地区知的障害関係施設職員研修会の

第 4分科会を近畿支援スタッフ部会が合同

で受け持った。大阪も支援スタッフ部会とし

て参加し、「権利擁護」をテーマに第 1部は

成年後見制度と権利擁護について、いずみ法

律事務所の泉房穂弁護士、兵庫・愛心園の福

田和臣施設長に講演していただき、第 2部

は「職員の権利擁護について」「施設におけ

る人権侵害」というテーマでグループワーク

を行ない、種々の身近な事例の問題提起があ

り、議論が交わされた。

平成 18（2006）年度

　「第 25 回スポーツフェスタ 2006 大阪」

の大阪福祉協会の窓口等各種行事・研修会の

準備や当日の受付などを行なった。

　また、組織化を図り、府内 6ブロックの

幹事職員を選出し、今後の活動の方向を検討

することした。更に、部会として、独自の以

下のテーマで研修会を実施した。

講演：「施設に問われる利用者支援～本当の

利用者支援のあり方とは？」

平成 19（2007）年度

　全国、近畿の支援スタッフ会議、研修会な

どに参加しながら、「第 26 回スポーツフェ

スタ 2007 大阪」の大阪福祉協会の窓口等

各種行事・研修会の準備や当日の受付などを

行なった。また、大阪福祉協会主催の各種研

修会の準備や当日の受付などを行なった。前

年同様、各ブロックごとに幹事施設を選出し、

幹事会を開催し、日本・近畿の支援スタッフ

部会の活動報告や、今後の活動について検討

を行なった。

　また、下記のテーマで研修会を実施した（参

加者 43名）。

講演：「就労支援センターの活動について」

講演：「対人援助職のためのこころのケア」
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「愛護」こそ我が青春
元東大阪短期大学教授　　坂川　武男

　私が「愛護」に関わったのは今から半世紀前の安
保騒動の折でしたが、「愛護」も燃えておりました。
米国ケネディ大統領が「精神薄弱と闘う委員会」を
立ち上げて世界的なキャンペーン、我が国のマスコ
ミも連日特集記事を組んでいました。府立砂川セン
ター勢も街頭に繰り出して啓発運動に汗を流しまし
た。過激分子の「施設解体論」派とも渡り合い若き
血潮を躍らせたものです。全国愛護 40 周年大阪大
会を契機に、荒れていた大会が収まったのもこの時
からでした。

50 年の歩みから
社会福祉法人桃花塾　理事長　　岩﨑　正子

　印象に残る活動は、昭和 63 年から 2年間調査研
究委員長として、委員の皆さんと共に、府下の施設
に居住する高齢者の状況について実態調査したこと
です。当時の一般老人ホームにも協力していただき、
ケアのあり方について比較検討をいたしました。全
国に先駆けて大阪で実施できたことは、その後の高
齢者ケア研究の発展に少しは貢献できたのではない
かと思います。
　今後、若い方々の創造性あふれる活動を期待して
おります。

協会に望むこと
元龍谷大学社会学部教授

森　靖彦
　知的障がい児・者福祉は篤志家による施設にて取
組まれ、その進展を先導してきた。近年、関係法や
制度整備が進められ、「障害者総合支援法」が公布
さる。この間、施設現場は法制度改変への対応に追
われたが、ここで協会は「福祉の実現」を着実なも
のにすべく、実践を基に解明すべき課題がある。
　その一つは、知的障がい及び障がい概念の明解な
説明・定義づけを提言すべし。遡る 1981 年、国連
は“障害を環境との関係と捉える”と提唱している。

就労支援の充実に向けて
元大阪府立金剛コロニー長

坂巻　正昭
　大阪知的障害者福祉協会設立 50 周年おめでとう
ございます。
　先日大手スーパーマーケットの売場で働く知的障
害者を見かけました。買物カゴや台車をテキパキと
整理し、すがすがしく働いておられました。
　「就労」は、自立した生活をする為には重要な課
題のひとつです。今後も多くの障害者が就労自立で
きるような社会を目指して、貴協会が一丸となって
取り組まれることを切望致しております。

会始まって以来の会長選挙と
事務局が府立施設から離れたこと

元大阪府知的障害者サポートセンター所長
奥野　博

　50 周年おめでとうございます。事務局を担って
いた平成 12 年（2000 年）に忘れられない 2 つの
事態に直面したことです。
　ひとつは会長選挙で、2人の候補者による選挙に
なりました。当日、立会演説と立会人のもと投開票
により選出されました。
　もうひとつは、事務局が従前の府立施設を離れ、
今道会長が白鷺園安本施設長（現会長）に依頼し、
こころよく引き受けていただいたことです。

協会での思い出
元大阪知的障害者福祉協会会長（元和泉の里施設長）

梶間　道夫
　平成 12 年、会長就任時は障害福祉施策の改定が
検討され、措置から支援費へと制度が根本的に変更
になるとのことで、会員から施設の運営や今後の取
り組みへの危惧が大きく、サービス内容の検討や種
別ごとの運営試算を行い、現況と大きな差が無いこ
とにほっとしたことを思い出します。また、協会事
務局機能を府福祉会館内に設置できたことは、以後
の協会の発展に寄与したものと喜んでいます。協会
の社団法人移行と設立 50 周年を共に祝福いたしま
す。


